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去る6月27日（水）、午後7時15分より沖縄
ハーバービューホテルにおいて第184回沖縄県
医師会臨時代議員会が開催された。
はじめに、新垣議長より定数の確認が行わ

れ、定数53名に対し、41名が出席し、定款34
条に定める過半数に達しており、本代議員会は
有効に成立する旨宣言された。
続いて宮城会長より次のとおり挨拶があった。

○宮城会長 皆さん、こんばんは。本日は、
第184回臨時代議員会を開催し、平成18年度の
会務報告、諸決算並びに会館建設にかかわる諸
議案についてご審議をいただくためご案内を申

し上げましたところ、多数の代議員にご出席を
賜りまして厚く御礼を申し上げます。
お陰をもちまして平成18年度の会務も代議

員の諸先生方、会員各位のご協力により予定を
しておりました諸事業も滞りなく推進すること
ができました。
とりわけ、稲冨前執行部からの継続事業で会

員の待望する会館建設に関しましては、会館建
設検討委員会、それから各地区医師会のご尽力
により、実施設計、建築業者の選定、それから
設備、電気、三業者、会員の負担金等について
の最終案をまとめることができました。詳細は
後ほど、担当理事からご提案、ご説明をさせて
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いただきますので、慎重に審議くださいますよ
うお願いを申し上げたいと思います。
さて、昨年6月に医療制度改革関連法案が成

立しました。昨年10月から実施された高齢者の
窓口負担増、長期に療養する療養病床に入院す
る高齢者の食費と居住費の自己負担に加え、都
道府県ごとの「医療費適正化5カ年計画」の策
定、疾病予防を重視した保健医療体系の転換を
図るための「特定健康診査・特定保健指導」の
実施、それから75歳以上を対象とした「後期高
齢者医療保険制度」の創設が来年の4月実施に
向け準備が進められております。
ご承知のように、当該医療保険制度改革関連

法案というのは、様々な問題を内包しておりま
す。日本医師会はその成立過程において非常に
苦慮しておりました。これは与党を支持すると
いう立場で法案が出てきたときに賛成をするの
か、反対をするのか、非常に困っておりました。
昨年の4月の日医の会長選挙の中で、その問

題への対応が非常に遅れておりました。しか
し、4月、日医新執行部が誕生したときに、日
医が推薦をした武見議員、それから西島議員が
非常に頑張っていただいて、その法案が参議院
に送付されてきましたときに、問題点を指摘し
て、残念ながら法案の文言そのものを変えるこ
とはできなかったのですが、21項目の付帯決議
を付けさせることができました。本来、付帯決
議というのは、法案が出てきて、当然、野党は
いろいろ反対をします。野党をなだめすかせる
ために付帯決議を付けるというのが通常の経過
でありますが、今回の関連法案というのは、こ
れは西島、武見議員がかなり頑張って問題点を
改めるためにつけた付帯決議です。そういう意
味では関連法案が実施されるときに、この付帯
決議が生きてきます。与党が提案をした付帯決
議ですから、必ずその付帯決議は生かされると
いうことになっております。
そういう意味で、医師会が要望する医療制度

改革というのを、国会の中で決めていくために
は、議員の働きというのが非常に大事になって
きます。そういう中で今度の選挙が行われま

す。武見議員の得票がどうなるかによって、国
は医師会の言うことを聞くのかどうか、あるい
は全く無視をするのかどうかという方向にいき
ます。今は、日医の執行部と参議院、武見議
員、西島議員の連携が非常にうまくいって、法
案が審議の過程でそれを改めるという方向に出
てきておりますし、国のほうもそれはある程度
は尊重はしてくるようになってきております。
しかし、今度の選挙で武見票が6年前の22万、
23万票であれば、また日本医師会の言うことは
聞かなくなるだろうという思いがあります。そ
ういう意味では、今度の選挙というのは非常に
大事な意味があるということをぜひご理解をし
ていただきたいと思います。
それからもう1点、沖縄にとってもこれは非

常に大事な意味があります。
昨年の知事選の際には、先生方に非常に頑張

っていただいて、沖縄県医師連盟推薦の仲井眞
さんが当選をしました。
その甲斐あって県庁内に政策参与を置くことが

実現し、医師会が抱える問題点・要望等につい
て直接知事に相談することが可能となりました。
このようなことからも、医師会の政策を進める

ためには来月に迫った参議院議員選挙も重要な意
味をもっており、武見敬三議員、西銘順志郎議
員へのより一層のご支持をお願いいたします。
本日は、お手元の資料にお示ししてあります

ように、報告2件、議事10件を上程しておりま
す。詳細につきましては、各担当理事よりご説
明をしていただきますので、慎重にご審議の上
ご承認賜りますようお願い申し上げましてご挨
拶といたします。ありがとうございます。

その後、議長より議事録署名人として、浦添
市医師会の久田友一郎代議員、那覇市医師会の
伊良波隆代議員が指名され、両者共に承諾した。
続いて、報告・議事に移り、報告事項は玉城

副会長から平成18年度沖縄県医師会会務につ
いて、稲福監事より平成18年度沖縄県医師会
会計監査について報告があった。議事は以下の
議案について各担当理事から説明が行われ、全
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て原案どおり承認可決された。

第 1 号議案　平成18年度沖縄県医師会一般
会計収支決算の件

第 2 号議案　平成18年度沖縄県医師会用地
特別会計収支決算の件

第 3 号議案　平成18年度沖縄県医師会医事紛
争処理特別会計収支決算の件

第 4 号議案　平成18年度沖縄県医師会共済
会特別会計収支決算の件

第 5 号議案　沖縄県医師会館建設（実施設
計・工事業者決定・建築工事
費）の件

第 6 号議案　「沖縄県医師会用地特別会計」
廃止並びに「沖縄県医師会会
館建設特別会計」新設の件

第 7 号議案　沖縄県医師会共済会特別会計
積立金運用の件

第 8 号議案　会館建設に係る借入金の件
第 9 号議案　会館建設費負担金賦課徴収

（案）の件
第10号議案　平成19年度沖縄県医師会会館

建設特別会計収支予算（案）
の件

なお、第5号議案から第10号議案までは沖縄
県医師会館建設に係る諸案件であり、南風原町
新川の地に建設予定である会館の設計、工事業
者、建設工事費、共済会からの建設資金の借り
入れ、会員に対する建設費負担賦課徴収等につ
いて上程がなされ、異議なく了承された。
建築工事は高橋土建（3億6,740万円）、電気工

事は海邦電気工事（7,350万円）、衛生・空調工
事は東洋設備（4,903万5,000円）に決定した。
合計4億8,993万5,000円、その他、設計・監理
費、土地開発申請、ボーリング、下水道工事等
に8,258万7千円が必要となり、合計5億7,252万
2,000円が会館建設に関わる工事経費となる。
会館建築工事のため、沖縄県医師会用地特別

会計を廃止し、その残高1億9,973万円を新たに
新設する沖縄県会館建設特別会計に繰り入れる。

これに、一般会計の会館建設積立金18年度累計
4,200万円、平成19年度積立金1,000万円の合計
額5,200万円を上記工事経費より差し引いた額3
億2,079万2,000円が不足額となる。この不足額
を補うため、共済会より1億5,000万円を無利息
で借り入れる（平成35年度までに完済）と共に、
銀行から1億5,000万円を年利2.675％で借り入れ
る（返済利息4,397万7千円）。
また、会館建設費負担金として、A会員36万

円（月額1,500円）、B会員24万円（月額1,000
円）、C会員12万円（月額500円）を20年間徴
収すると共に、会館維持・管理費としてA会員
月額1,000円、B会員月額500円、C会員月額
500円を徴収する。
なお、会館建設費負担金については、資金不

足のため平成19年10月分から徴収することが
承認された。
当代議員会における質疑応答の主な内容は次

のとおり。

質疑応答（要旨掲載）
1．議事に関する質疑

○呉屋五十六代議員

共済会特別会計
について幸地先生に
お尋ねするが、雑収
入570万円というの
は利子なのか。受取
利息577万円、これ
の元金というのはい
くらで、何パーセン

トの利子になっているのか。
○幸地賢治理事

元金が2億2,635
万7,000円となって
おり、利率が1.16％
である。
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○山内英樹代議員

質問ではない。
報告がてら依頼を
したい。
浦添医師会は収支

関連で運営がかなり
厳しくなっている。
つい2日前に総会

を開き、いろいろ協
議をしたが、まず、会費の値上げが当然議題に
なる。しかし、この会館建設による会員の負担
が10月から発生するので、会費値上げというの
はまず厳しいということで、ほかの項目をいく
つか挙げて収支のバランスを何とかとるという
形で総会を終えた。
ということで、ぜひとも、真栄田先生がおっ

しゃっていたが、経費削減あるいはいろんな形
を質素に運営していただくようにお願いしたい。
○渡久山博美代議員

会館建設について
は、従来から会館建
設検討委員の先生方
が十二分に念を入れ
て、いろいろご審議
のうえ今日に至った
と思うが、これだけ
の立派な施設をつく

るので、のちのちのランニングコストというもの
を考えなければならないと思う。これだけの会場
をいろいろ利用する意味で、もしもよその学術
会とか、あるいはまた地域の方々からの要請依
頼があれば、それなりの料金を徴収して、それ
らをランニングコストに充てるようなお考えはな
いのかどうかお聞きしたい。
もう1つは、1億5,000万円は共済会費から無

利子で借り入れることになっているが、あとの
残りの1億5,000万円を3％近い銀行利子を払っ
て借り入れすることになっている。この場合の
債務者というのは、会長はじめ理事の先生方が
なるのかどうなのかをお教えいただきたい。

○真栄田常任理事

確かにいろんな運
営がある。例えば那
覇市医師会も会員以
外が借りるときには
ちゃんと料金設定を
して貸し出してい
る。そのため会議室
に空きがある場合に

は積極的に会員以外に対する貸し出しすること
ももちろん検討していく。そして、会員内にお
いては、その料金等もできれば無料であるが、
会員以外は会場利用料とか、そういうのも設定
して、できるだけ回収するように努めてまいり
たい。
それから駐車場が130台分あり、日中はほと

んど県医師会の催物は無いので、もし県立病院
からの依頼があった場合には料金を設定して駐
車場として貸し出すというようなことも検討し
たい。
○宮城会長 銀行から借り入れる場合の契約
は当然、会長名でやるということになっている
が、ただ、法的には理事が責任を持つことにな
る。そのため会員ではなく医師会の理事が責任
を持つことになると思う。

2．代表及び個人質問

「日本脳炎ワクチンについて」

○中田安彦代議員

過日、日本脳炎
ワクチンメーカーよ
り当ワクチンの販売
中止のお知らせがあ
った。メーカーから
は年内で無くなるの
ではないかというこ
とを告げられ、不安

を抱いている。今のまま日本脳炎ワクチンを接
種しない状況が続けば、沖縄県をはじめとする
西日本の子供たちの未来は不安でいっぱいであ
る。日本脳炎ワクチンの安定供給をするための
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実効ある方策をただちに厚生労働省は策定し実
施すべきであると考えている。沖縄県医師会と
しての対応をお尋ねしたい。というのも、今春、
流行のはしかに対するワクチン供給体制は不備
であった。中部地区では麻疹ワクチン接種希望
者に対してワクチンを接種することができなか
った。厚生労働省はいつも各県で業者に指導し
ているという話をしているが、ないものは打て
ない。そういうことで、今後、県としても対応
する必要があるかと思い質問させていただく。
○金城忠雄理事

日本脳炎ワクチ
ンに関しては、新
しいタイプのワクチ
ンの供給について
まだ具体的に公表
できない状況であ
る。現在のワクチ
ンについて、今後、

製造中止を発表してるが、在庫に関しては定期
の予防接種として実施するにあたり、県内での
在庫が確保できるように、厚生労働省ではメー
カーで在庫がなくなる前に対策をとるべきであ
るとの回答を得ている。
また、沖縄県でも他の都道府県へ在庫の融通

等について申し入れを行うとのことである。
平成19年5月7日時点でのワクチンの在庫数

量、供給予定量及び昨年の全国販売数量は以下
のとおりである。平成19年1月から5月7日まで
の全国出荷量は13万本、平成19年5月7日現在
の全国在庫数量23万本、今後の供給予定量が
19万本である。
なお、昨年、全国販売量は22万本であるか

ら供給については十分だと察している。
○中田安彦代議員 失礼だが、平成16年前
後の販売量を教えていただきたい。なぜかとい
うと、平成17年の5月31日、突然、厚生労働省
はマスコミに報道して日本脳炎は廃止になった
というような印象を受けていたと思う。だが、
去年、日本脳炎が熊本県や他の県で発生したと
きに、マスコミが報道すると接種者が急激に増

えた。先ほど言ったように必要対象とすべき人
数のわりに今は打っていないと思う。
もし日本脳炎が県内で発病した際に、新聞報

道で流行するとの記事がでた場合、この数で足
りるのだろうかいうのを私は危惧している。厚生
労働省はいつもメーカーの責任、医師会の責任
という言い方をするので、このまま受け身でいい
のだろうかという意味で質問させていただいた。
厚生労働省はこの回答で本当に良いのか。
○金城忠雄理事 平成16年度の供給量につ
いては資料を持ち合わせていない。今後のこと
については厚生労働省もADEM（アデム）の
ことで、積極的には予防接種をしないようにと
いうことを言っている。サルの腎臓からつくる
という話もあるが、これが1年以内にできるの
ではないかという予想だったようだが、いつで
きるかということについては把握していない。
確かに沖縄県あるいは西日本は日本脳炎のリ

スクが高いところであるため、このことについ
てはもちろん厚生労働省への進言をしていきた
いと思っている。沖縄県もそのような対応をし
ているようである。
感染症については、真栄田常任理事とタイア

ップをして努力していくつもりである。

「特定健康診査に対する県医師会の対応につ

いて」

○久田友一郎代議員

特定健診と健康
診査、それから特
定健康保健指導が
平成20年度から開
始する予定になっ
ている。実は保険
者側というか、市
町村とか企業等は、

一体これはどういうふうにしてやればいいのか
と、対応にとても苦慮している。特定健康診査
というのは血圧測定と血糖と中性脂肪などで、
これはどこのクリニックでもできると思うが、
特定保健指導については医師と管理栄養士とそ
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れから保健師というチームで組んでやることに
なっている。国は受診率を60％以上に上げたい
ということであり、それの受け皿として特定健
康診査は、おそらく医師会あるいは地域の医師
会がやるべきではないかと考えている。
7月4日に勉強会があるということなので、そ

の結果を待たないとわからないと思うが、実は
その特定健康診査の対象者がとてもたくさんい
るので、全てを健診センターがやるわけにもい
かないし、それをやる受け皿として各地区の医
師会が対応すべきではないかと思っているがい
かがか。
○大山朝賢常任理事

久田先生の質問
内容の1番目が、各
地区医師会内のク
リニックで特定健
康診査が可能かど
うか、2番目が市町
村の従来の人間ド
ックが廃止され、

特定健康診査にかわるようだが、各市町村の対
応を把握しているのかどうか、各地区医師会が
管内の市町村と協議し決定するのかというご質
問である。
一つめの質問に対しては、この特定健康診査

は各地区医師会内のクリニックで可能である。
可能ではあるが、そのためには資料にあるよう
に、重要事項に関する規定の概要を事前にホー
ムページ等で公表するとともに、9月頃から予
定されている社会保険診療報酬支払基金への健
診保健指導機関の登録に向けて準備する必要が
ある。この重要事項に関する規定の概要という
のは何かと言うと、厚生労働省がやっているの
は、例えば健診だけしようとするもの、あるい
は特定の保健指導の両方を行う場合には、それ
ぞれフォームがあり、例えばうちには保健師が
いる、あるいは管理栄養士が揃っている、医者
がいるといった事をホームページで公表しない
といけないとのことである。それをある1つの
マニュアルというか、1つの様式ができており、

ある程度概要はできているが、これというはっ
きりしたものはまだ出ていない。大体決まった
パターンがあって、それをホームページに載せ
ないといけないという規定がある。
それから、特定健診・特定保健指導を実施す

るためには、各医療保険者と契約する必要があ
る。この契約の場合には、個別契約と地区医師
会等を代表窓口として契約を結ぶ集合契約の2
つのパターンが考えられる。日本医師会では各
医師会が代表窓口となる集合契約の方法を検討
してほしいという旨を言ってきている。そのた
め各地区医師会で保険者と契約をして、それを
個々にまわすということになるかと思う。
それから、次の2番目の質問である市町村の

人間ドックが廃止されて特定健康診査にかわる
件について、市町村の対応を把握しているかど
うかということに関しては、本会ではまだ把握
していない。しかし、現在、県の医務国保課が
各市町村を対象としたアンケート調査を実施し
ており、その調査項目の中で特定健診、特定保
健指導の実施内容等が問われている。当アンケ
ート調査が集計され次第、本会にも情報提供し
ていただくよう申し入れている。まだアンケー
ト調査をしているところであるが、来る7月4
日に8時から開催予定の特定健診、特定保健指
導に関する検討委員会で行政側からも説明して
いただくとともに、各地区医師会の考え方につ
いてもご協議いただく予定になっている。
那覇市医師会から質問があって後日それが取

り下げられたが、特定保健指導をするために
は、勉強会をやらないといけない。県において
勉強会を2日間にわたって行っているが、ウィ
ークデーのため開業をしている先生方は参加が
難しい。月、火、水に開催されていると思う
が、これを休みを利用して2日間の間に特定保
健健診や、特定保健指導のやり方というのを講
習会を持つことにしているので、そのへんも含
めて7月4日に医師会長の宮城会長や玉城副会
長を交え、郡市区医師会の方々と検討していき
たい。
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「総合診療医について」

○友寄英毅代議員

厚生労働省から
総合科、あるいは総
合医という考え方
が出されているが、
これに対する日本医
師会の見解、ある
いはこの問題につい
て沖縄県医師会の

今後の取り組みなどを教えていただきたい。
○安里哲好常任理事

厚生労働省の見
解としては、総合
科の新設を積極的
にしていきたいとい
う気持ちをもって
いるようである。た
だ、医道審議会に
対し、各関係者の

意見をもらって検討していく方向にあるようで
ある。
狭い専門領域の専門ではなく、内科、小児科

等の幅広い領域について、総合的かつ高度な診断
能力を有する診療科を総合科として、医療法上、
診療科名に位置づけ、国の個別診査によって標榜
医師資格を増やす。要するに国家的なライセンス
のような考え方をもっているようである。
また、総合医に求められる能力として内科、

小児科を中心とし、診療科全般にわたって高い
診療能力を有している、患者の疾患の状態にあ
わせた医療の選定など基本的予防から治療、そ
してリハビリテーションに至る過程において継
続的に地域の医療資源を活用できる能力を有し
ていると解釈しているようである。
それから、日医の見解としては、総合科、総

合医としての国家ライセンスは反対だと述べて
いる。それとゲートキーパーとしてのフリーア
クセスの障害になることも反対。それから人頭
払い関与することも反対と述べている。この3
点は反対だが、それを除いては積極的に推進し

ていきたいとしている。3つの学会、日本家庭
医療学会、日本プライマリーケア学会、日本総
合診療医学会と連携をとって総合認定、あるい
は専門医制度を構築していきたいとしている。
聖路加病院の福井病院長が日医の生涯教育の委
員長になっており、福井先生を中心に、三学会
とで検討しているようである。沖縄県の見解と
しても、日医の意見と同じである。
2番目として、どのような制度になり、どの

年代から適用していくのか、現行の学会の認
定、専門医制度との整合性も含め注意深く経過
を見ていくと同時に、必要に応じて早急な対応
をしたいと考えている。
それから、3番目に積極的に研修会等の協力

実施をしていきたいと考えている。

「消費税について」

○中田安彦代議員 現在、医療費は非課税と
なっている。従来の説明では医療機関は最終消
費者の立場に似た立場であるとして、納入価に
つく消費税を差し引くことはできず課税となっ
ている。
一方、輸出企業は輸出品を非課税であるとし

て納入価にかかる消費税は戻し税として国から
払い戻しを受けていると聞いている。輸出企業
が払い戻しを受けることができるのであれば、
医療機関においても同様な措置を講ずるように
国に要請すべきと考えている。県医師会として
はどのようにお考えかお聞きしたかったが回答
（書面）のとおりでいいと思う。
○嶺井進常任理事

少し訂正がある。
これまで日本医師会
はゼロ税率、軽減税
率を一生懸命目指し
て要望してきたが、
最新の情報による
と、第一優先はゼロ
税率、次に軽減税

率、両方だめなら一般事業所と同じような課税
対象にしてもらうという方針らしい。これは私
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もそう思っているが、おそらく消費税のアップの
ときに、日本医師会は軽減税率にするいいチャ
ンスだと思っているようである。
輸出品がゼロ税率というのは、最終消費者が

海の向こうにいるため、これはやむを得ない事
態である。しかし、医療もそれと同じようにし
てくれというのは、はたして可能かどうかわか
らないが、日医は頑張ってくれるものと思う。

「県立病院の医師確保及び医師手当ての廃止

問題について」

○長嶺信夫代議員

今日の新聞にも、
離島・へき地問題、
医者の確保、県立
病院等、いろいろ
問題の記事が掲載
されている。
そのような中、

県立病院の医師手
当の廃止が県で検討されているとのことで、ま
ず保健所のドクターからアドバルーン的に、医
師手当の廃止について報道機関にリークしてい
る感がある。少なくともそういうことを念頭に
置いて全体の医師会、あるいはそういう関係方
面の意向を伺うようにしているのではないか。
厚生労働省あたりがいろいろな施策をするとき
に、1つ新聞社にリークして、反応をみるよう
な感じである。
玉城副会長からの返事はここに書いてある

が、県立病院が救急等で忙しければ民間医療機
関にそういうのを負担してもらえばいいのでは
ないかということがいつも出てくるわけだが、
現実問題として採算性を考えている民間病院
が、現在の救急医療やいろんな意味で県立病院
が担っている問題をすぐ簡単に移行できるよう
な体制ではないと思う。
現実に、これは仕方ないといえば仕方ないか

もしれないが、県立病院の優秀な医者がどんど
ん辞めざるを得ない状況である。過重労働の中
でこれ以上やっていけないと辞めて民間病院に

移っていく優秀な先生方がいる。それはそれで
民間病院がちゃんとできる体制ならばいいだろ
うという考え方も出てくるかもしれないが、し
かし、現実の沖縄の医療体制を、あるいは救急
医療体制はかなり公務員医師会、そして県立病
院に負担してもらっている。沖縄県の医師会会
員、私も開業医ではあるが、何とかなるだろう
とよそから見ていてはよくないのではないか。
そういう意味では県医師会は県医師会としての
立場で、県の意向が出てくる前に常々そういう
意見を述べて、それに対しての見解を十分述べ
ていく必要があるだろうと思う。
アンケートでもあったが、保健所やその現業

部門で医師手当てが削減されたら、半分近くの
医者が辞めるとアンケートに答えている。もち
ろんそのとおり辞めるかどうかはわからない
が、そう追い込まれるような体制は、現在の医
師確保、県立病院や離島の医師不足が叫ばれ
て、医師確保に非常に困っている状態に追い討
ちをかけるような感じになる。それに対してや
はり県当局が1つの方向を出す前に積極的にそ
れに対する対応、そういう意見を述べていくべ
きではないかと感じているので質問した。
○玉城信光副会長

お答えになるか
どうかはわからない
が、先生が話され
ていることは、おそ
らく医師会員全員
がよくわかっている
ことだと思う。それ
で論点を3つに分け

させていただいた。
医師不足に関しては、今、ドクターバンクが

働いていて、県立北部の産婦人科医師が1年間
何とかできるということとか、それから座間味
診療所も何とかできるという話が出ている。た
だ、それは一時しのぎだろうという気がしてお
り、昨年ずっとやっていた。「離島・へき地の
医師確保対策事業」というのがあって、その延
長上でドクターバンクができたが、本当に医師
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を確保するためには先の問題を見ながら、後期
臨床研修、その定着を沖縄に図るべく今いろい
ろ福祉保健部にも働きかけているが、なかなか
Ryu MIC、琉大のグループと県立病院のグル
ープと、それから民間の群星の3グループの提
携という動きが出ていない。それを先日、琉大
学部長とも話をしたが、早急にやりたいと思っ
ている。県がだめであれば県医師会が一応、音
頭をとりながらやっていこうと今考えている。
それから、医師手当の削減については、伊波

部長と知事との話でもちらっと出たが、具体的
にどこでどうするかというのがまだはっきりわ
からない。ただ、少なくともそれは保健所の医
師という話が出ていたが、何をどうするかとい
うことと私もわからないところがあって、いろ
んな手当てが輻輳して出ているようである。そ
のため手当を整理することが1つの解決策かと
いう感じもするが、給与についてはちょっとま
だわかっていない。
ただ、先日の地区医師会長会議の中で、公務

員医師会長から話題提供があったので、もしど
のような動きになるかはわからないが、出てき
たら県医師会としては十分バックアップをして
いきたいと思う。
それから、先ほど長嶺先生が言われたように、

過重労働という問題は、必ずしも県立病院だけ
ではないが、県立病院の過重労働というのは、
救急がかなり足を引っ張っているというのは私
の頭の中にはある。そうすると救急というのは政
策医療の分野で、県立病院の全体の仕事を100％
としたら、どのぐらいの重さでそれを見ているの
か確認しなければならない。そのへんの分離がで
きない限り、どの分野が政策的にいろんなもの
を補填すべきところなのか、一般の分野までそ
うなのかということを調べないといけない。県立
病院の救急医療を受け入れられる民間病院は、
おそらくないと思っている。そのため救急以外
の分野を民間病院がかなりカバーしていけば、
県立病院の救急医療の過重労働が軽減できるの
ではないかということと、知事、両副知事、福

祉保健部長、病院事業局長とも一緒に話しをし
ているが、この経営健全化計画というのが過去
に何度も立てられているが、知事はそういう答
申が出ていることは知らなかった。そのためそれ
にのっとって経営健全化を本当にやってみよう
という話が今起こっている。そうすると各県立
病院は一律に図れないと思うので、各々の地域
で自分たちがどういう医療をすべきか、そして経
営を健全化するためには何をどうしたらいいか
ということを自分たちで解決策を出さなければ
ならない時代がきていると思う。
1年間に県立病院に沖縄県が繰り入れている

金額は69億円、必要があればいくらでもいいと
知事は言っている。ただ、この69億円が根拠な
くどんどん増えていくということに何らかの危
機意識をもっているということである。
いずれにしてもそういうものとの絡みで、地

域医療をどう考えるかということで、地域医療
というのは決して県立病院だけが担っているの
ではないということを念頭に置き、ほかの病院
を利用するという方法も考えていきたい。昔、
地域完結型医療ということで県医師会もいろん
なお話をさせていただいたが、それにもう1回
戻らないと、県立病院の過重労働は県立病院だ
けで絶対解消できるものでないということを、
私の考えだが思っている。なかなかこれは一律
に解消できないが、一番本当に考えるべきは県
立病院の中の先生方だと思っている。

最後に北部の名嘉眞透代議員、高芝潔代議員
より、沖縄県保健医療計画が国の方針により、
予定より1年早く平成20年に策定することにな
っており、タイムスケジュールでは本年4月から
10月の間に各二次医療圏からの地域医療計画の
素案を作成するようになっている。そのため、北
部地区医師会として素案の中に取り入れてもら
うべく、“北部地区医療提供体制計画案「主に急
性期医療を中心に」”を作成したとのことで、パ
ワーポイントを用いて説明が行われた。
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みだし都道府県医師会長協議会が平成19年6
月19日（火）午後3時から日本医師会館で開催
された。
はじめに、司会を務めた羽生田常任理事より

開会の辞があり、会長挨拶、協議が行われた。
唐澤会長からは、「年金問題をはじめ、医療

の状況も医師不足の偏在、へき地医療、離島医
療、小児救急医療、産科医療と課題を列挙する
と枚挙に暇が無い。課題山積の状況の中で一つ
一つ丁寧に取り組んでいきたい」との挨拶があ
った。引き続いて、協議に入る前に去る6月4
日ご逝去された大輪次郎前愛知県医師会長の葬
儀について、瀬尾愛知県医師会長から関係各位
より供花、弔電等を賜り無事葬儀が執り行われ
たことに対し御礼の言葉が述べられた。
その後、提案された16題について協議が行わ

れたので概要について報告する。

協　議
（1）ノロウイルス検査の保険適用について

（鳥取県）

提案要旨（抜粋）

鳥取市で発生した集団食中毒事件後、給食調
理員や食品加工業などの従事者が「ノロウイル
ス検査をしてほしい」として医療機関を受診す
るケースが増えている。ノロウイルス検査は保
険適用外で混合診療になるのではないかと懸念
も生じる。感染の拡大防止のため、迅速なる診
断、治療、保健指導が求められるところであ
り、保険適用すべきと考えますが日医の見解を
お聞きしたい。
又、アーレスウイルスについて、感染してひ

どくなると生命に危険を及ぼす病気であるが、
入院しない人には保険適用ができないという理
不尽なことになっているので、ガイドラインで
検査して重症化を防ぐことができるようにして
もらいたい。

平成19年度第1回都道府県医師会長協議会

会長　宮城　信雄
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【鈴木常任理事説明】

昨年11月30日に疑義解釈委員会にノロウイ
ルス検査の保険適用について申請があり、協議
が行われた。審議の結果、公開の検査キットは
擬似衛生の問題等、その精度が十分とは言えな
いという事で見合わせることになった。この検
査キットは他に機器が必要になり、測定が難し
く、且つ結果が出るまでに数日を要することに
なり、その間にノロウイルスの症状が消えてし
まうところがあり、現時点での保険適用は認め
られないとの結論になった。しかしながら、ノ
ロウイルスの拡大防止の観点からは必要なこと
であり、迅速、簡便な検査キットが開発されれ
ば保険適用は前向きに考えていきたい。
アーレスウイルスは従来3歳未満となってい

たが、平成18年4月から入院患者にも年齢制限
しないで拡大されている。外来患者への保険適
用については、各医会、学会等からの要望を踏
まえ地域診療報酬改定の議論の中で進めていき
たい。

（2）婚姻の解消又は取り消し後300日以内に

生まれた子に対する医師の「懐胎時期に

関する証明書」について（新潟県）

提案要旨（抜粋）

法務省は離婚後に妊娠したケースに限り、医
師の「懐胎時期に関する証明書」があれば現夫
の子或いは非嫡出子として出生届けを受理する
通達を5月7日に出したが、証明書について質
問したい。
懐胎時期の算出根拠は3つあり、いずれかを

選択することになっている。
その他（3）で示された事項で、西島議員の

質問に対し、松谷医政局長は「懐胎時期につい
て診断できた場合には診断書を交付することに
なるし、診断できない場合は正当の事由に当
り、必ずしも診断書交付の義務は課せられな
い」と答弁しているので、一まず安堵している。
もしこの懐胎時期に複数の男性と性交渉があ

り、その内の一人の嫡出子として出生届けが提
出され、その後DNA検査等で嫡出子を否定さ

れた場合、証明書に記載された懐胎時期が違っ
ていたとして「虚偽診断書作成罪」や「公正証
書原本等不実記載罪」等に問われたり、裁判所
に召喚されたりすることはないであろうか。
【今村定臣常任理事回答】

①犯罪に問われる可能性について

刑法第160条の「虚偽診断書作成罪」及び同
法第157条の「公正証書原本等不実記載罪」、
これは共に故意犯の規程であり、犯罪の成立に
はいわゆる故意というものが必要になってく
る。犯罪が成立するためには虚偽の診断書作成
であること、又、公正証書への不実の記載をし
たことを本人が認識、任用していなければなら
ない。
よって、医学的な根拠を持って懐胎時期を推

定する限りにおいては、虚偽ないし、不実の記
載の認識がないのが通常であり、同罪にとわれ
ることはない。又、医師が証明するのは母の懐
胎時期であり、特定の父と出生日との親子関係
を証明するものではないので、後にDNA鑑定
等で生物学的に父子関係が確定されたとしても
虚偽の記載あるいは不実の記載をしたことには
ならない。
②裁判所へ召喚されるケースについて

嫡出否認の訴え或いは親子関係不存在の訴え
において、召喚される可能性はゼロとはいえな
いが、生物学的親子関係の有無はDNA鑑定等
で明確になるので、懐胎時期に関する証明書を
作成した医師が改めて召喚されるケースは殆ど
ないと考えている。又、後に嫡出子が否定さ
れ、生物学的な父子関係が否定された場合で
も、診断書を作成した医師が証明したのは懐胎
時期であり、親子関係ではなく、民法の第772
条の効果であり、これにより損害賠償を請求さ
れることはないと考えられる。
明らかに懐胎時期を間違った診断をした場合

は、損害賠償の責任を負うこともあるが、これ
は他の診断、治療と同様であり、本件に特有な
問題ではないと思っている。日頃から不必要な
トラブルを避けるために証拠を保全しておくこ
とを習慣付けることが肝要であると考えている。
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（3）医療財源確保について（山口県）

提案要旨（抜粋）

公的医療費増加の主財源には保険料の引き上
げや事業主負担金の増額、税金（消費税・たば
こ税）等があげられるが、引き上げの是非には
理論構築が必要となり、日医の考え方を明確に
しておく必要がある。又、国の特別会計から医
療財源の一部を捻出する方策についても検討の
余地はある。
2025年度の厚労省推計48兆円に対し、日医

のグランドデザインの中では46兆円と厚労省の
推計を下回っているが、現行改正法下での推計
値だけでなく、医療の質と安全が十分に担保さ
れ、医療関係者の士気が揚がって医療現場での
諸問題が解消される状況を踏まえた推計値も示
し、そのための医療財源をいかに確保するかに
ついても国へ提言していただきたい。
【中川常任理事回答】

国の医療費抑制の結果として医療、特に地域
医療が崩壊の危機に瀕していることはご指摘の
とおりである。この危機の緊急的な脱却を目指
して、特に骨太の方針2007に向けてロビー活
動、マスコミとの懇談会、毎週の記者会見を含
め精力的に取り組んできた。日医の主張のポイ
ントは6月7日付送付した「あるべき医療の確
保に向けた緊急提言」に示したとおりである。
この提言をもって日本の医療の疲弊した実態、
医療現場を守るためには、まず診療報酬の引き
上げが必要であることを説明し理解を求めてき
た。又、この提言の中で医療費の推計も行い、
厚生労働省は制度改革後の2015年の医療費推
計を44兆円としているが、日医による試算のあ
るべき医療費は45兆円となっている。この財源
の一つに国の特別会計が2005年度決算で53兆
円剰余金が出ているが、この特別会計の内容が
非常に分かりにくい仕組みになっており、その
透明性を高めていくことにしている。
消費税に関してはご提案のとおりであるが、

日医は、国民負担は最大限に少なくするという
方針であり、医療費財源のことで自ら消費税の
引き上げを求めるということは得策でないと考

えている。保険料の事業主負担金の増額等を全
て検討し、最終的に消費税というのが日医の考
えである。仮に国が消費税を引き上げた時の準
備は併行して進めている。
長野県医師会から追加提案があった。

長野県医師会から、①医療費の総枠の拡大と
②医療費の患者窓口負担を増加させないために
「国民が安心できる医療費を確保するための請
願書」を長野県議会に提出することにしてお
り、日医が指導制をもって各県でも取り組んで
もらうようお願いしたいとの要請があり、羽生
田常任理事より各県への協力を求めるコメント
があった。

（4）医療財源確保について－消費税と後期

高齢者医療制度－（石川県）

提案要旨（抜粋）

後期高齢者医療制度については、高齢者への
感謝という観点から、消費税の増税にあたって
は、その財源の後期高齢者医療制度への重点的
な投入が国民の理解を得やすいと考えるが、日
医の考え方をお聞かせ願いたい。
【今村聡常任理事回答】

医療の財源に消費税を投入することは当然考
えられることであり、日医の方針は中川常任理
事のコメントのとおりである。いざ消費税が上
がるとなった時に、医療の財源になるための理
論的な構築は当然必要であると思っている。今、
二つの準備をしており、一つは4月から会内の
常任理事6名と日医総研、事務局で検討会を設
置して、これまで4回（ほぼ終了間近）医療財
源の必要性、税率等の数値を当てはめて理論的
な構築を進めている。ただこのことを日本医師
会が公に外に向かって医療の財源として消費税
を考えていることを、声高に言えるかどうかに
ついては慎重に取り扱い、会内の検討として進
めている。それから日医の主張だけでいいのか
という意見もあり、外部の学識経験者で社会保
障の財源と医療の財源として、如何に消費税が
ふさわしいかということについての理論的な論
文も作成している。



2007沖縄医報 Vol.43  No.9
報　　告

－21（883）－

【中川常任理事追加回答】

後期高齢者医療制度日医案の公費9割は正に
消費税率を上げて、新たな財源が生まれた時の
受け皿というイメージをもっていた。但し、参
院選挙後消費税の議論は必須と言われている
が、実は景気がバブル期を超えると言われてお
り、税収が増え、一般会計、特別会計もかなり
財政状況が好転し、剰余金が数十兆円も増えて
いて、1～2年は消費税の引き上げを先の延ば
しできるということが財政当局から出されてい
る。こういう状況の中で我々が積極的に消費税
というよりも、一般会計、特別会計の剰余金を
財源として投入することを主張して、仮に消費
税が上がるときには対応ができるよう準備も怠
り無く進めていきたい。

（5）控除対象外消費税問題に関する活動の

進め方について（北海道）

提案要旨（抜粋）

今村常任理事は、先の代議員会で、鳥取県、
長野両県議会で「消費税非課税取引の見直しを
求める意見書」を決議したことに、「医療界以
外の分野からの支援は影響力も大きく心強い」
ものとして、両県医師会に感謝の念が述べられ
ているが、日医から全国的な盛り上がりに持っ
ていく意向は伝わっていない。北海道医師会で
は一歩進めて議会請願等も含めて日医の指示に
従って活動を進めて参りたいと考えています。
日医のお考えをお伺いします。
【今村聡常任理事回答】

控除対象外消費税（損税）は、消費税率が上
がるタイミングでないと根本的な解決が難し
い。財務省、厚生労働省の保険局、医政局、保
険者、経済団体、マスコミ等には十分理解して
いただくよう話し合いを続けている。ご提案の
とおり地方の議会が医療の外から控除対象外消
費税の件を提言していただくのは大変心強いこ
とである。各県医師会と議会の関係というのは
独自のものであり、日医として各県にお願いし
にくいところもあったが、各県で積極的に取り
組んでいただければ有り難いので改めてお願い

申し上げたい。
今回、会員に消費税問題を理解していただく

ため簡単な小冊子の作成を準備しているところ
である。例年、8月になると税制要望で税調委
員を中心とした国会議員の方々に要望、説明に
回っているが、各県でも地元の国会議員にも理
解していただくよう説明をお願いしたいと思っ
ている。その説明用の資料も後日各県に送付し
たい。

（6）医師確保対策について（埼玉県）

提案要旨（抜粋）

①内田常任理事は、マグネットホスピタルは地
域の病院から医師や看護師を吸収してしまう
ということを述べており、尤もなご意見だと
思っている。マグネットホスピタルという名
称はよくないと思っているので、絶対に使わ
ないでもらいたい。又、マグネットというの
は吸い寄せるという意味もあり、金を吸い寄
せるというイメージ的な面もある。又、新医
師臨床研修制度が発足してから医師不足の問
題が発生したことは事実であり、この制度の
抜本的見直し、加えて旧医局にあった医師の
派遣機能を重視して新しいシステムを構築す
る考えはないか。
②医療機関の管理者となる条件として「へき地
勤務の義務化」をあげているが、絶対反対で
あり、昔の徴兵制度のことを言っていただき
たくない。
③骨太の方針2007に地域医療提供体制の整備
ということが謳われているが、漠然として具
体的なことはないが、日医はどのような姿勢
で話し合うのかお聞かせ願いたい。

【内田常任理事回答】

①マグネットホスピタルの対応については、地
域医療提供体制を混乱させるものでしかなく、
マグネットホスピタルに指定したところに人
と金を集めるだけの話しであり、非常に危険
なものをはらんでいる。これについては地域
特性が生かせるよう地域医療対策協議会の中
で十分チェック機能を働かせていきたい。
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②新医師臨床研修制度の見直しについては、日
医でもプロジェクト委員会の中で検討をして
いるところである。定数の見直しの今のあり方
はいろんな偏在を助長する流れがあり、そこの
ところの適正化を主張している。そこは骨太
の方針、政府与党の緊急的な医師不足対策の
中にも盛り込まれているので、その辺の見直し
は早急に進むのではないかと思っている。
③地域医療提供体制については、第6次医療法
改正を睨んで地域医療提供体制のあり方検討
委員会で話しが進められている。その中では
地域医療支援病院、特定機能病院、そしてか
かりつけ医と言われている開業医の役割が課
題として上がっている。この課題に関しては、
厚生労働省から先走っていろんな提言が出て
いるが、逐一医療現場を守る立場から計画の
み直しを行うことで対応させて頂いている。
今年夏ごろに中間答申のとりまとめを行うこ
とにしており、会内でも検討を進めている。

（7）へき地勤務等最近の日医の提言につい

て（茨城県）

提案要旨（抜粋）

「後期高齢者医療制度における一部包括化」
「総合医」「9時から5時まで」「勤務医のへき地
医療研修」などの日本医師会の提案は厚生労働
省に逆手を取られ、とても受入れがたいものと
なっている。
総合医の提案も内科以外に、整形外科はもち

ろん耳鼻科、眼科などの専門診療科医の事を考
えているのでしょうか。私が許すことができな
いのはへき地勤務に関する発言です。地域医療
対策委員会の「へき地勤務の義務化」中間答申
は信じられない答申です。臨床研修を終わった
ばかりの医師にへき地勤務を義務化することな
ど許されることではありません。
日本医師会がやらなければいけないことは、

現在のへき地における医療提供体制の不備を指
摘し、環境整備をし、後方支援体制を整え、意
欲ある医師が進んでへき地勤務ができる体勢の
構築を政府に要望することではないでしょうか。

日本医師会は国民の健康を第一に考えていく
ことが使命ですが、医師会員の協力がなければ
なりたちません。このままでは医療崩壊の前に
日本医師会が崩壊してしまうのではないかと危
惧しておりますが如何でしょうか。
【内田常任理事回答】

へき地義務化について、地域医療委員会でこ
のような中間答申が出されたというのは事実で
あるし、今年度も継続して審議している。再三
申し上げているように地域における深刻な状況
を反映した答申であったということでの認識が
ある。今回政府与党案で医師確保対策がだされ
たが、そこには義務化は入っておらず医師会と
してもこのような提言をしたことはない。各地
域の実情に応じた柔軟な対応というものをやっ
ていかないといけないし、実効性のあるものに
関して取り組んでいく議論が必要だと思う。
総合医については、現在学術推進会議、生涯

学習推進会議、プライマリケア学会等の関係の
学会が連携してカリキュラムを調整していると
ころであり、様々な診療科で開業され経験も豊
富であり、地域での役割を果たしている先生方
を排除するような制度にはならないと認識して
いるし、そういう制度にすべきではないと考え
ている。厚生労働省が出した総合科情報といっ
た認定制については、これは厚生労働省の方で
事実上撤回している。今後もそういうことが出
てくる可能性があるが、そういうことが絶対に
ないようにしっかりと取り組んでいきたい。
後段の会員からのご批判については、謙虚に

受け止め、そういうことがないように対応して
いきたいと考えている。又、ご指摘の診療科選
択の制限、自由開業制の制限、保険医定年制、
保険医定数制等が厚生労働省の先取りとなるこ
とがないよう、今後ともご指導とご協力をいた
だきたい。

（8）総合科、総合医なる名称についての見

解を（京都府）

提案要旨（抜粋）

昨年来、日医執行部から「かかりつけ医」と
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いう言葉が漸く消えたと思っていたところ、最
近は「総合医」「総合科」ないしは「高い総合
診断能力」を持つ医師という言葉が、厚労省を
はじめ日医執行部からもきかれるようになって
きた。今、言われている「総合医」なるもの
と、多くの会員が提供している現在の医療とど
う違うのか、現在の開業医は「心を診ていな
い」のでしょうか。
日医の提唱する「総合的な診断能力を有する

医師」は、厚労省医道審議会の分科会で論議さ
れている「総合医」なるものとどう異なるの
か、どのような定義になるものか明らかにすべ
きではないでしょうか。
へき地への若手医師や勤務医への義務化の報

道については、多くの勤務医から日医への反発
が噴出しています。今回の「総合医」「総合科」
なるものへの対処を明確にされないと、今度
は、診療所の会員の多くが執行部への反発と不
信感を招くと危惧します。又、「総合医」をゲ
ートキーパーとする後期高齢者医療制度の創設
と人頭割制導入の流れが明白であることを多く
の会員は認識しております。執行部のご見解を
伺いたいと思います。
【唐澤会長回答】

「総合診療科」または「総合科」という表現
は、厚労省が勝手に言いただしたことであり、
我々は一切関知していない。早急に取り下げて
貰うことを迫っている。
ここで私の思いを述べさせていただくが、歴

代の日医生涯教育委員会では、日医生涯研修で
発行された認定書を価値あるものにしようとい
う提言が度々出された。世間に日医生涯研修制
度があることや、それを通じ発行された認定書
の重みを世間に知らしめたい。これが第一の目
標である。また、認定書を持つ医師は多様な研
修を長期にわたり行った医師であり、社会から
もっと評価されるべきだと考えている。厚労省
もこの制度について、明確に理解し評価すべき
であると考える。そして、このことをしっかり
社会に訴える手助けをするのが厚労省の役割だ
と考えている。日医が求める認定はそういうレ

ベルのものである。

唐澤会長コメントのあと、再び森会長から
「3月16日の生涯教育担当理事連絡協議会で出
た日医案はないと理解して良いか。」との質問
があり、唐澤会長から「現在、日医生涯教育に
関する検討会で検討中であり、今のコメントは
私の考えを述べたまでである。」と回答があっ
た。森会長は「会長の考えを実現するためのお
話であれば、今懸念している事項は解消される
と思っている。このような文言が再びでてくる
ことがないように要望したい。」と述べた。
また、追加発言として、埼玉県吉原会長より

「各県で行っている日医認定生涯教育講座に重
みを持たせ、実際に会場に来て勉強したという
証明を各県会長が証明し認定とするならば、厚
労省もマスコミも認めると思う。生涯教育の優
良化を真剣に考えて頂きたい」と要請した。
【飯沼常任理事回答】

医師の生涯教育に関するボトムアップのため
にどうすべきかという単純な発想であり、厚労
省の話とは全く無関係なかたちでスタートし
た。家庭医に関する学会が3つあり、日本プラ
イマリケア学会、日本総合診療医学学会、日本
家庭医療学会との共同で、ワーキンググループ
に近い形で検討しようという運びになってい
る。将来認定機関になれば、合同もしくは日医
単独も有りうる。また、生涯教育の指針をつく
るために、聖路加の福井先生を委員長にカリキ
ュラムを作っているところである。いろいろな
方策が考えられるので、今後どうしていくかを
検討しており、そのたたき台として、昨年、私
案を出した訳である。委員会でのこれからの進
展をご報告したい。

（9）感染症対策について（京都府）

提案要旨（抜粋）

以下のことを感染症対策として国が実施する
よう日医の働きかけを要望するとともに、麻疹
の排除に向けての積極的な介入を要望します。
この間に厚労省を通じて日医から流れてきた
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が、日医からの明確な指示が何もない。厚労省
からの通知文をそのまま流している。これでは
感染症対策で地域医療対策に従事する意味がな
い。是非、ここは日医が総力をあげて国に働き
かけを行っていただきたい。
また、ワクチン行政の中で、この数年間小児

科医を中心に、予防接種を行っている人達に不
都合な通知が厚労省から出されていることにつ
いても伺いたい。
【飯沼常任理事回答】

厚労省の発信する内容と、日医から発信され
る内容が同じということについては、結核感染
課血液対策課との意思疎通が図れており、都道
府県に出す前には必ず日医へ相談に訪れ、最終
の調整まで、しっかり我々と協議を行っている
ので、一字も違わないのはそのとおりである。
今日は厚労省と交渉結果で成果をあげた事項

について報告する。一つ目は、DPTジフテリ
ア、百日、破傷風のワクチンが3週～8週の間
に打たければいけないとされていたが、日にち
が過ぎていても先生方のご判断で接種できるよ
うになった。まず一つの風穴が開いたと思う。
二つ目は、麻疹に関しては、6ヶ月に予防接種
をした子が、1歳になった際に定期接種を行い
たいと希望した場合も接種が可能となった。こ
れからも続けていきたいと考えている。
また、予防接種インフルエンザのワクチンが

間もなく市場に出回るが、我々はこれを勧奨に
よる予防接種にしたいと考えており、そういう
ことも少しずつ厚労省にはシグナルを送ってい
るので、交渉を粘り強くしたいと思う。

飯沼常任理事回答の後、京都府森会長より、

追加説明があった。

厚労省からの通達に関する真意は、日医から
プラスアルフア（接種者の費用負担等を国に要
望等）を期待してのこと。国からの通達は、ど
うしても通達通りにならざるをないことは理解
している。日医としては、こういうことを要望
しているということを伝えて欲しい。
DPTについては発熱を呈している等というこ

とで勘案されている様だが、実際は京都市がこ
の件に関し厚労省に問い合わせたところ、「こ
の場合、最終日において予防接種を行うことが
不適当な状態にあったという医師の証言が必要
である」との文言がつくとのことである。この
辺りが通達として出る場合、おかしなことが出
てくる。各自治体も厚労省に問い合わせると、
あまり良い答えが得られず、自らの首を絞める
ようなことになりうるので、そのあたりの整理
をして頂きたい。

また、三重県加藤会長代理からも予防接種行

政について追加要請があった。

予防接種行政については、予防できるワクチ
ンを全て予防接種で行うというコンセプトが欠
けているため、諸外国に比べ麻疹が発生したり
する。
一つには官の組織が弱い。例えばアメリカの

システムでは、官の組織と民の組織、専門機関
が対立を軸としてシステムが成り立っている。
我が国は、厚労省の数人の係官で通達を出すシ
ステムであり全く異なる。日本は中長期までの
戦略が立てられないシステムになっている。組
織の構築に向け日医の積極的な運動をお願いし
たい。

（10）禁煙条例を制定する要望書の提出につ

いて（徳島県）

提案要旨（抜粋）

徳島県医師会では、世界禁煙デーに合わせて
「禁煙条例を制定する要望書」を県知事宛に提
出した。各都道府県医師会でも同様な取り組み
が出来れば大きな力となる。日医としても是非
法制化できるよう一歩踏み込んで頂きたい。
【内田常任理事回答】

先ごろのガン対策推進法の基本計画策定にあ
たっては禁煙に関する具体的な数値目標の設定
に踏み込むことは出来なかった。政治的な圧力
が強くて具体的な一歩が踏み出せなかった。今
後、基本計画の策定は都道府県の策定に移って
いくため各県で是非盛り込んで欲しい。日医で
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は平成15年3月に策定した禁煙推進に関する日
医宣言がある。全国の病院、診療所および医師
会館の全面禁煙を推進する。従来から医師会は
禁煙に関し積極的に多彩な取り組みを進めなけ
ればならないというところである。また、平成
19年5月20日号の日医ニュースの折込で健康ぷ
らざのやめよう悪い習慣、恐ろしいタバコの害
という記事を作成しているので、是非活用いた
だきたい。
今回、徳島県からの要望書については、全面

的に賛同する。日医としても今後の団体推進計
画等の具体化の中で、このような取り組みが積
極的に展開されることを全面的に支援していき
たいと考えている。

（11）政府あるいは厚労省に対する反論を速

やかに（岡山県）

提案要旨（抜粋）

「開業医を人間並みに扱わないような発言が
あった。」こういう時は是非、記者会見や今後
の対応を検討するということではなく、即、担
当理事や会長が厚労省に行き、注意を行えば訴
えそのものが強くなる。
また、新聞広告についても各社競合させてい

く必要がある。厚労省に出かける際には、ベテ
ランの記者をつける等バーター取り引きをして
頂きたい。日医の記者会見など一般の新聞では
一度も見たことがない。少々手荒な方法でも構
わないので、対応して欲しい。
【中川常任理事回答】

今回の質問の趣旨としては、厚労省の方針が
出される前に、事前に情報を把握し問題がある
部分は予め修正削除させるべきとのご指摘と理
解している。全く同感である。我々執行部も厚
労省が検討を進める以前に情報を把握し、問題
点の認識を執行部全体で共有し迅速な対応を取
るよう今後も努力していく。
更に、現在日医は政府厚労省の政策案につい

て、その結果に抗議反論するだけでなく一歩先
んじて、主張していくことに努めている。例を
あげるならば、財政制度等審議会は6月6日に

建議を提出したが、日医は建議検討段階の5月
23日に財政審の認識の誤りを正している。これ
に続く、骨太の方針2007は6月12日に原案が取
り纏められた。ここでも日医は5月16日、6月6
日に検討の方向性について問題点を指摘し、6
月7日に日医として主張、あるべき医療の緊急
提言を発表した。延べ30名以上の関係国会議
員に対して、精力的にロビー活動を行った。基
本方針2007は本日19日、諮問答申となる予定
だが、日医の主張も取り入れられた内容となる
見込みである。これについては正式に発表され
た後に追って報告したい。
2点目は、新聞の意見広告のあり方を含めて

のご指摘である。新聞の意見広告については発
行部数、読者層、掲載時点での社会情勢はもと
より一定の費用で最大限の効果が得られるよう
努めている。また、都道府県医師会長、代議員
の理解を得ながら、積極的に責めの広報を展開
していきたいと考えている。広告を通じた国民
への啓発と同時に、国会議員に対するロビー活
動や広告掲載元であるメディア各社への対応が
一体的に行われてこそ、医療を取り巻く状況は
正しく認識され、あるべき医療の国民的合意が
生まれるものと考えている。
また、この様な活動は地域の医療現場から発

信されてこそ意義があり、啓発・広報活動、国
会議員への働きかけなど、医療崩壊の機にある
今こそ、都道府県医師会の先生方のこれまで以
上の取り組みをお願いしたい。

中川常任理事回答の後、三重県加藤会長代理

より、追加要請があった。

広報のありかたも関係すると思うが、如何に
タイムリーにカウンターパンチを出すかが広報
の基本である。普段から理論武装しておかなけ
ればならないという点と、相手に手強いという
ことを印象付ける必要がある。マスコミにくど
くなると圧力団体のレッテルを貼られてしま
う。如何に官庁に対してカウンターパンチを迅
速に出せるか是非お考え頂ければ幸いである。
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（12）都道府県医師会の医事紛争処理機関が

弁護士会のADRに参画することについて

（大阪府）

提案要旨（抜粋）

裁判外紛争処理解決手続きの利用促進に関す
る法律（ADR促進法）の施行に伴い、弁護士
会やNPO法人が単独で、もしくは専門団体と
共同で、医療問題の紛争手続きを含めたADR
を設置しようという動きが見られる。茨城県医
師会におかれては、「医療問題中立処理委員会」
を設置され一定の成果をあげておられると仄聞
している。医師賠償責任保険制度を運営される
日本医師会としてこのような弁護士会の動きを
どのように考えているのか。
また、本会を含めて、多くの都道府県医師会

では、会員の負担軽減を主たる目的として、医
事紛争処理機関を設置して活動している。都道
府県医師会の医事紛争処理機関が弁護士会の
ADRに参加を求められた場合、どのような対応
が望ましいのか。医師賠償責任保険制度との関
連を含めて、日本医師会の見解を賜りたい。
特に平成20年度に公益法人改革関連三法が

施行されるが、医師会が会員互助を目的として
医事紛争処理機関や医師賠償責任保険制度を運
用することにつき、かかる事業が公益認定をう
けることに支障がないか、日本医師会のご見解
をお聞きしたい。
【木下常任理事回答】

ADRとは（Alternative Dispute Resolution）
の略である。仲裁、調停、あっせんなどの、裁
判によらない紛争解決方法を広く指すものであ
る。例えば、裁判所において行われている民事
調停や家事調停もこれに含まれ、また、行政機
関 （例えば建設工事紛争審査会、公害等調整
委員会など）が行う仲裁、調停、あっせんの手
続や、弁護士会、社団法人その他の民間団体が
行うこれらの手続も、すべて裁判外紛争解決手
続に含まれている。
ADRでは、紛争への原因究明と再発予防だ

けであれば良いのだが、金銭的な問題を処理し
なければならない点で問題が出てくる。ADRは

医師会のみならず、他の全ての紛争に対する処
理機関である。特に医療事故に関する問題は特
殊であり、この運用に合うのかどうか検討が必
要である。ADRを特に勧めようとする傾向が患
者側の弁護士サイドに多く、患者サイドにシフ
トした結論・結果が多くなることが懸念され
る。また、保険会社との絡みも問題を残す。通
常、裁判で判決が出たものについては、支払い
義務が発生するが、このADRでは、仮に賠償
金額が決まったとしても保険会社は飲むとは限
らない。再審を求められるケースも予想され
る。保険会社も今の段階ではあまり乗気で無い
様である。そうなると賠償金は増え、結果、掛
け金が増えてくることも考えられる。
ADRには、保険業界が共に乗るかという問

題、結論・結果が患者サイドにシフトしていく
という問題がある。
今、医師会の医賠責保険制度は良いものであ

る。各地区の紛争処理委員会で事例を検討し、
その事例が日医へ上がって来る。審査委員会で
は、保険会社の役員や日本医師会役員、双方の
弁護士も加わり有責・無責を判別したり、賠償
金額を決めるため、ADRの様な保険会社から
の再審というケースはないと考える。
日医の医師賠償制度は非常にうまく機能して

いる。その機能している状況の中で、ADR参画
については、慎重に対応しなければならない。
医療問題は特殊である。特に会員の為が大前提
である以上は軽々に乗るべきでないと思う。日
医としてはその必要性はないと考えている。

木下常任理事回答の後、茨城県小松会長代理

より、追加説明があった。

茨城県では、昨年からADRを始めた。事例
としては6件の内、解決が1件、残りは現在継
続中である。私なりには成功したと考えてい
る。弁護士会、NPO団体からのADRの推進に
はあまり乗るべきではない。茨城県の場合は、
医師会が主導したことが良かった。名称にこだ
わったが、中立を全面に出すことで共通認識を
心がけた点は良かった。弁護士は解決に賠償金
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のことを始めに言ってくるので当初は混乱もあ
った。第三者がいることによって、患者の要求
を冷静に考える事が出来た。しっかりと運営さ
れれば、良いと思う。

（13）生命保険の書類の書式統一について

（秋田県）

提案要旨（抜粋）

勤務医の加重労働が問題になっているが、そ
の原因の一つに作成しなければならない書類の
数が極めて多いことが上げられている。
現在、生命保険の「入院・手術証明書（診断

書）」「死亡診断書」をはじめ、ほとんどの書類
は手書きしなければならないようになっている
が、これらの書類を電子化し、医師がパソコン
等を使用して記入できるようにすれば、作業の
大幅な軽減が図られるものと思われる。各種書
類を電子化して医師が利用できるようにする体
制整備を進めていただくことを希望する。
生命保険協会へ照会し、様式の統一化。日医

主導で統一化して頂きたい。
【今村聰常任理事回答】

生命保険の書式の統一と電子化の提案の趣旨
については私も同感である。我々の取み組みに
ついて経緯について説明する。
昨年、大手の保険会社に対して、書式の統一

化・電子化について可能か如何かを問い合わせ
た時点では、商品が多様にあり、統一は困難で
あるとの返事を頂いた。そこで日医総研など
で、骨格部分だけでも出来ないものかと検討し
たが、多様に増え続ける民間商品の中で、フォ
ローアップも行わなければならず、会員の会費
を使ってまで、保険会社のソフトを作ることは
如何なものか考えると、ペンディングとなって
いる。
大手の生命保険会社の一社が制作したソフト

を、生命保険協会として活用しているようで、
既に民間の病院でも取り入れた機関があるとの
ことであった。しかしこれは、保険金の不払い
問題に対し、環境整備を図る目的から制作され
たソフトとなっており、有料とのことであっ

た。我々は医政局に対し、こういったソフトに
ついては、生命保険会社の責任のもと無料で利
用出来るようしっかり指導頂きたいと申し入れ
てある。また、本当に勤務医の過重労働を減ら
せるかと言うことを実証して欲しいということ
で、生命保険協会に申し入れるところである。

（14）医療費抑制策を進める政府にどう対処

するか？（福岡県）

提案要旨（抜粋）

医療費抑制策は20年前から厚労省が医療提
供体制を兼ねて如何に日本の医療費を抑制する
かを長年考えてきた案である。この政策を変え
させなければならない。日医を中心として医師
会全体が一致団結をしなければ軽々に政策転換
はできない。その為には、しっかりとした日医
のリーダーシップをお願いし、我々もまたそれ
を支えていくことが大切である。
先程来、北海道や長野県からも運動の試みに

ついて教えて頂いた。日医が良いことを率先し
て、全国の医師会を引っ張って頂きたい。
本日も、日医の方針について、様々な疑義が

行われたが、十分論議をし一旦決まれば、それ
に向け力を合わさなければならない。今後、日
医が都道府県医師会をどうリードし、どう会員
に示して行くかについて日医の決意を伺いたい。
【中川常任理事】

色々な報道にあきれる。勤務医が疲れている
のは開業医が楽をしているからだというとんで
もない発想で、開業医から税源を取って勤務医
に充てるという考えである。
そういう中で我々はロビー活動や会見を通

じ、診療所の医師は診療時間を終えてから、第
2の仕事が始まることを説明。例えば、急患セ
ンターへ出動や、学校医・産業医・警察医・予
防接種・検診・介護保険認定審査会など、あり
とあらゆることをやっていることを各方面に強
調してきた。この多忙さについて一定の理解を
示す議員もあり、もっとPRすべきだと激励も
された。
こういう背景の中で、我々は今後やるべきこ
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とは、3月に策定したグランドデザインを起点
に3つある。日医がやることと、都道府県医師
会がやるべきことは全く同じである。
先ず1番目は、ロビー活動である。各県選出

の国会議員に対しロビー活動を自動的にやって
いただくこと。単なる陳情にならない様データ
を持ちお示し頂きたい。先日、都道府県医師会
長あてお送りした「あるべき医療に対する緊急
提言」を是非参考にやって頂きたい。
2番目に、マスコミに対する持続的なコミュ

ニケーションをとって頂きたい。その中で、厚
労省の検討中の課題や財政時の建議に対する内
容というものも、日医も問題点を指摘するが、
全国各地でも地方紙に対して問題点を指摘して
頂きたい。
3番目は、日本医師会は国民に、都道府県医

師会は県民に対して、断続的な情報提供と啓発
活動を行って頂きたい。
特に3点目に関しては、日医からデータとツー

ルを定期的に提供することで支援していきたい。
今年度は医療費適正化計画、地域ケア整備計

画も策定されるが、地方行政の中には、厚労省
の方針をそのまま書き写す県も少なくないと予
想される。先生方に於いては、地域の現場の現
状を正確に、実態を遠慮なく把握頂き、地域実
情に合わせた計画をお願いしたい。我々も支援
していくので、行政と共になって厚労省に対し
強い主張を行って頂きたい。

（15）医師会が行う研修会での託児室の設置

について（お願い）（日医）

羽生田常任理事より標記託児所の設置につい
て依頼があった。
日本医師会では、平成19年度より日本医師

会が行う研修会等では託児室を併設するように
しており、事業計画にも明記している。
このことから、都道府県医師会及び郡市医師

会が行う研修会等についても、同様の措置をお
願いしたい。また、共催・後援して頂ける薬品
メーカにもその旨お願いしているので、是非、
ご協力頂きたい。

（16）地域における会議の開催日程について

（お願い）（日医）

来る11月17日、18日の両日に、ブロック会
議が3つ重なっており、それぞれに担当理事を
派遣することが物理的に不可能に事態となって
いる。
これから日程を変えるには無理だと思うの

で、今後の対応として、ブロック間で事前に日
程確認をして頂くか、若しくは早めに日医へ照
会をして欲しい。出来る限り重ならない様、ま
た、担当理事が全ての要請に応えられるよう務
めたいので、その点のご配慮をお願いしたい。

その他
○地域における自殺予防研修会（6/23）に

ついて

来る6月23日の土曜日、標記自殺予防研修会
を日本医師会で開催する。学校保健や産業医等
でも関係する内容であるので、多くの先生方に
出席を頂きたいとの説明があった。

閉会
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去る6月21日、日本医師会において標記協議
会が開催されたので報告する。

医政局総務課長二川一男氏は『今般の医療法
改正について』の7項目の概要（図1）につい
て、特にその中の「新たな医療計画について」
と「医療法人制度改革について」を中心に、ま
た、『今後の地域医療のあり方等について』の4
項目の概要（図2）については、特に「医師不
足問題について」を中心に話された。
制度上の医療機関の機能分化（特定機能病

院、地域医療支援病院、各拠点病院・救命救急
センター等）や病床区分に加え、「新たな医療
計画」の中心である4疾病（がん、糖尿病、急
性心筋梗塞、脳卒中）別、5事業（救急医療、
災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医
療）別の医療機能の分化と連携の推進（図3）
が提唱され、実施されるようになる。最初、日
医は疾病別のヒエラルキーに成りかねないとい
うことで反対していたが、今回は地域医療を担
っている地域の医師会（県医師会或いは地区医
師会）が中心となるべきで、県の医療計画に、
お節介でも良いから出て行って、県医師会は積
極的に関わって頂きたいと述べていた。
がんを取って見ても、国立がんセンターが頂

点にあり、都道府県レベルの県がん診療連携拠
点病院（県に1ヶ所）、2次医療圏レベル（1ヶ
所以上）の地域がん診療連携拠点病院と他の医
療機関との連携そして在宅療養・訪問診療とな
るのであろう。糖尿病はどうであろう、国立国
際医療センターが頂点にあり、県レベル・2次
医療圏レベル（2次医療圏を越えても良いとの
こと）の医療機関の分化・連携はどう構築して

平成19年度都道府県医師会地域医療
担当理事連絡協議会
～新たな医療計画について～

常任理事　安里　哲好

図2 図3

図1
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いくのだろうか。急性心筋梗塞・脳卒中は国立
循環器センターが中心となり、県レベル・2次
医療圏レベルそして他の医療機関との連携にな
ろう。すなわち、4疾病を中心に旧国立センタ
ー、都道府県の中心的な急性期・専門の医療機
関、亜急性期・回復期の医療機関、診療所と維
持期の施設そして在宅療養・介護との連携があ
り、その中で、地域連携クリティカルパスの普
及と効果的利用がなされ、切れ目のない医療が
提供されることが、「新たな医療計画」の趣旨
である。厚労省は12月までに、医療計画を作成
し、現状でできる範囲で書いてもらい、医療の
現状にあわせて、他府県も参考にし、少しずつ
進歩してもらいたいと述べていた。

医療法人制度改革（図4）については、①医
療法人存続のための相続課税の問題、②退社・
死亡時の出資持分に応じた支払いは企業となん
ら変わりないという事を脱却（株式会社の医療
への参入阻止のため）して、医療法人の非営利
性・公益性を高めるため平成19年4月より出資
持分なしの医療法人の設立のみが認可された
（出資持分のある90％以上の既存医療法人の行
方は？）。③社会医療法人の設立（図5）は公立
病院が担っている医療の多くを担ってもらい、
時として公立病院の受け皿にも成りうる。収益
事業や法人債の発行が可能とは言え、法人税
（図6）が最終課題であろう。
医師不足問題に関しては、その背景に、①大

学医学部（いわゆる医局）の医師派遣機能の低
下、②病院勤務医の過重労働、③女性医師の増
加、④医療に関わる紛争の増加に対する懸念、
そしてそれに加えて、個人的には⑤医療費の抑

制が大きく影響を及ぼしていると強く感じてい
る。対策として、Ⅰ）医師派遣についての都道
府県等の役割と機能の強化、①都道府県におけ
る「医療対策協議会」の制度化、②医師が集ま
る拠点病院を活用した医師の派遣や、医師不足
地域での医療への従事を組み込んだ研修事業へ
の助成、③国レベルでの「地域医療支援中央会
議」による都道府県等への支援。Ⅱ）開業医の
役割強化。Ⅲ）地域の拠点となる病院づくりと
ネットワーク化及び患者のアクセスの支援。Ⅳ）
女性医師の就労環境の整備。Ⅴ）医事紛争の早
期解決。Ⅵ）診療報酬上の措置。Ⅶ）医学部卒
業生の地元定着の促進、①医学部における地元
出身者のための入学枠の拡充や、都道府県によ
る地元定着を条件とした奨学金の積極的活用、
②医師不足深刻県における暫定的な定員増（10
県を対象に最大10人を、最大10年間増員）、自
治医科大学の暫定的な定員増が提案および実施
されることになった。
近日、「緊急医師確保対策について」が政

府・与党（平成19年5月31日）より出された。
その内容は、①医師不足地域に対する国レベル

図5

図6

図4
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の緊急臨時的医師派遣システムの構築（図7）、
②病院勤務医の過重労働を解消するための勤務
環境の整備等（図8）、③女性医師等の働きやす
い職場環境の整備、④研修医の都市への集中是
正のための臨床研修病院の定員の見直し等、⑤
医療リスクに対する支援体制の整備（＊産科医
療補償制度、＊診療行為に係る死因究明制度の
構築）（図9、10）、⑥医師不足地域や診療科で
勤務する医師の養成の推進（図11）（医師が不
足する地域や診療科で勤務する医師を養成する
ための医学部定員を、一定期間、臨時応急的に
増加する）であった。
新医療計画、新保健事業（特定健診・特定保

健指導）、介護事業（地域ケア整備構想等）が
縦軸とすると、医療費適正化計画（医療費抑制
計画？）が横軸にある。医療制度は大きく変わ
ろうとしており、患者中心の、それでいて経済
的に効率的な医療制度をと、しかし、医療費増
無くして、上記一連の事業や医師不足問題の対
策の実現は不可能と考える。医療そのものの破
綻を来たしているイギリスでさえ、2005年の対

GDP比総医療費支出は8.4％と報告されてお
り、日本（2003年8％）も思い切って、10％に
まで増額したら（ドイツ10.8％、フランス
10.4％）、患者中心のゆとりある、安全で質の
高い医療が提供できるのではと考え、そのこと
を提案する時期（地域医療崩壊の前に）が来て
いるのではと如実に感じる昨今である。
以下、日本医師会の方針と取り組み及び質疑

応答を記す。

図11

図10

図9

図8

図7
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日本医師会の方針、取組み
日本医師会では、これまで医療関係諸委員会

等において、参考人として出席し、様々な意見
陳述や問題点の指摘、あるいは附帯決議に向け
た活動等を行ってきた。
医療制度改革関連法案審議に対する日本医師

会の立場および姿勢は、医療担当者として、国
会審議等の場で、医療制度改革関連法案の問題
点を指摘する等、より良い医療提供体制の確立
を目指し、附帯決議や適切な運用を要求してい
くことである。段階的に実行される医療制度改
革の中で、特に、平成20年、24年の施行分が重
要で、今後の主な課題は、新しい医療計画のス
タート、医療機能情報提供制度および広告規制
緩和、医師・看護職員等の確保、医療法人制度
改革、療養病床の再編等、解決すべき事項は山
積している。医療制度改革のキーワードは、医
療連携体制であり、医療機能の相互の分担及び
連携を確保するための地域毎での体制構築が必
要である。また、医療連携体制を主軸とし、
様々なテーマが重層的、複合的に関わっている
のが、今回の医療制度改革であり、一つの病院
で医療を完結するのではなく、医療連携によ
り、地域で完結させるというのが方針である。
しかし、医療連携体制の構築は、地域の医療

体制を代表する地域医師会が中心とならなけれ
ば、より良い体制が確立されない。
また、今後の地域医療のあり方の主な課題と

して①医師、看護職員等の養成、確保、②地域
医療支援病院、特定機能病院（地域におけるあ
り方）、③専門医、専門性資格、④構築後の医
療連携体制、⑤長期療養、入院、外来、在宅療
養のあり方、⑥国公立・公的病院、社会医療法
人等の地域医療における位置付け、役割、⑦か
かりつけ医機能、総合医、診療科標榜、⑧医療
機関の施設基準をあげ、課題は多いが現場の声
を聞きながら政策に繁栄したいとした。

質疑応答
（予め提出されている質疑およびそれに関連す

る主な質疑）

（1）日医の総合認定医制度と厚労省の進めて
いる総合科との係り方とその対策について

（千葉県医師会）

回答（内田常任理事）

総合的な診療能力を持つ医師の養成は、今後
の地域医療の中でも、国民的な要求が高いと考
えている。それに対する検討として、今期の学
術推進会議に主たるテーマとして検討している
ところである。また、プライマリ・ケア学会等と
連携し、日医が勧める総合医のあり方及び名称、
カリキュラムの内容についても検討している。
厚労省が勧めている総合科については、麻酔

科と同様、厚労省が標榜を許可するという制度
を立ち上げたいと提案している。これは、医師
免許の二重保持、フリーアクセス、人頭払い等
の制度に繋がりかねないものであり、厚労省認
定という制度化に関しては、日本医師会として
は絶対反対である。
回答（厚労省二川課長）

5月の連休明けに、医道審議会医道分科会診
療科名標榜部会へ叩き台として提出した。標榜
科の見直しと併せて、新しい総合科の立ち上げ
について提案した。
もちろん標榜科の部分に関しても、色々な学

会の先生方の意見も聞いているので、見直しを
しながら、最終的に了解を得て纏めていきたい。
また、総合科についても厚労省としては、総

合診療を目指している医師に公的な措置をとる
という意味で提案した。あくまで叩き台として
提案しているので、十分に議論していきたい。

現状報告

現在、日本プライマリ・ケア学会、日本家庭
医学会、日本総合診療医学会の3学会（日本医
学会には認定されていない）で、総合医にあた
るようなカリキュラムを作成している。
認定・指定に関係なく、総合医になるべくカ

リキュラムを学習したということを証明する単
体的なものである。
質問

総合科というのは欧米でいうGP（一般医療）
を目指すものなのか。総合医を増やして危惧さ
れることは、診療行為が制限されることである。
例えば、フランスでは、処方の仕方でも精神科
の専門医しか出来ないという制限等がある。
回答（内田常任理事）

日本医師会の目指している総合的な診療能力
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を持つ医師に関する養成では、フランス等で行
われている二重の医師免許を持つシステムを考
えているわけではない。専門医を持ちながら、
総合的な診療能力も関与するというふうに取り
組んでいる。
回答（厚労省二川課長）

基本は、日医と同じである。少し違うのは、
専門医と同等なものを厚生労働大臣の認定にす
れば、それを目指す医師もいるのではないかと
いう一つの提案である。内容は、日医や関係学
会で考えているものと十分に調整したものでな
ければならない。
質問

以前、総合病院というものがあり、総合とい
うのは何でもできると捉えられていた。しか
し、実際にはできないのが現状である。
現在の臨床研修制度は、最初から専門科にな

らないように研修医で2年間ローテーションし
た後にスペシャリストを目指すものである。現
に、2年間にベーシックな総合医としての能力
を付けるということをやっているにも関わら
ず、そこへ新たに総合科を出していくと混乱を
招く。専門医に行く前に、総合診療医で患者が
止められ、非常にネックになってしまう。
総合科のあり方を今の研修医制度としっかり

比較しながら進めていかないと、別のものを新
たに作るというニュアンスが、マスコミによっ
て、オフレコの情報を初診料、再診療を下げる
というようなことと同じようなことをやってしま
った。国民は総合科ができるということを認識
している。しかし、そういう協議、結論は一切
出ていない。それを厚労省がマスコミに流して
しまうと医療の現場は非常に混乱してしまう。
厚労省はそれをしっかり反省していただきたい。
回答（厚労省二川課長）

総合科が出来るということを言ったことはな
い。審議会にこれから諮るということはもちろ
ん言っている。
回答（内田常任理事）

総合科が先走っているが、今、日医でやって
いることは、学術推進会議に諮問して検討して
いただいている。その中で、プライマリ・ケア学
会等、関連3学会と内容の検討を詰めていただい
ている。今後、学術推進会議で検討した上で、

日本医師会のはっきりした方向性を提供したい。

（2）従来、大学病院（医局）からの医師派遣
が皆無とされているが、その補給（供給）は

どういう病院がやるべきか。また、厚労省の

いわゆるマグネットホスピタル（公的想定）

のうち、国立病院機構は手を引いているが、

地域として想定される構想をご教示いただき

たい。（千葉県医師会）

回答（厚労省二川課長）

これまで医師の供給は大学に任せてきた。し
かし、医師が大学に集まらなくなってきた。大
学は最大のマグネットホスピタルであることは
確かであるが、従来ほど大学だけで行えるとは
言えない。
基本的には、どこの病院も県の地域医療の担

い手として、地域医療を担うと共にその地域の
医師派遣機能を一定程度の役割を持って欲しい。
病院の意向で派遣するのではなく、県の医療

体制確保をどのようにするかを各県でやってい
ただく等、県内版マグネットホスピタルとして
機能して欲しい。
県内版で全て賄えれば良いが、出来ない場合

には中央で対応するという仕組みである。
国立病院機構については、国レベルでの対応

に協力していくという姿勢をとっているし、各
県にある国立病院については、県の医療行政に
協力していくのは当然だと考えている。
回答（内田常任理事）

当初、マグネットホスピタルの相談があがっ
た時には、ヒト、モノ、カネが全て一つに集ま
ってしまうのではないか、周りの病院がますま
す疲弊していくのではないかと危惧していた。
特に、一部の私的病院グループが医師の抱え込
みに乗り出して、自分達のグループの中でやり
繰りするのではないかという問題がある。
これに関しては、公の場でそうならないよう

主張していきたい。また、地域において現実に
おこらないよう医師会として、地域医療対策協
議会の中で取り組んでいただきたい。
要望

大学は決してマグネットホスピタルではない。
愛知県の医療現場から見ても、現在の医師数

は圧倒的に不足している。それは、医療費の抑
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制から繋がっていると考えているので、厚労省
も十分に認識していただきたい。
また、一次救急医療というのは、医師会が連

携をとり、夜間診療を充実させようと考えてい
るが、単独の医師会ではできない状況である。
日医は、医師会同士の連携が大事であるという
ことをアピールしていただきたい。
さらに、研修医はアルバイトが禁止されてい

るが、2年目の研修医のアルバイトについては、
認めていただく等、緩和していただきたい。
質問

厚労省は、医師不足問題が生じた原因は、新
医師臨床研修制度が始まってからであると認識
しているのか。
また、研修医の定員を削減する等の案が示さ

れているが、実際にいつ頃からどのようにしよ
うと考えているか具体的にお伺いしたい。
回答（厚労省二川課長）

大学に若手医師が集まらなくなったのは、新
医師臨床研修制度が引き金となったことには事
実として認識している。しかし、これを止めた
ら元に戻るのかというと戻るわけではないと考
えている。これまで大学に頼り切っていた部分
をもう少し県の行政の中で、各地域での医師確
保体制を新たに構築し直さなければならないと
考えている。
また、臨床研修医の定数や配置の見直しの具

体的な計画については未定だが、今後、詰めて
いきたい。
要望

急性期病院では、在院日数も少なくなっている。
また、医療安全の確保、感染対策、卒後研修

医の指導、患者からのクレーム対応、外来等、
勤務医の仕事が非常に増えているという医療背
景を鑑みて検討いただきたい。
回答（内田常任理事）

マクロ的解決法には、医師を増やすという議
論があるが、何よりも新たな財源の確保がない
と、この問題は限界にきているというのが現状
であるので、現在取り組んでいるところである。

（3）これまで日本の医療は病診連携で分担さ
れ非常に良かった。今後、病院がこれらを補

正する方向、病院の方針についてお聞きした

い。また、病院における正常な診療報酬の定

めはあるか、お尋ねしたい。（千葉県医師会）

回答（厚労省二川課長）

この場で診療報酬についてははっきりした事
がいえない。
医政局は、中医協を所管している保険局に対

して要望していく立場であるので、今日の内容
を保険局へ話していきたい。特に、病院勤務医
への報いが必要であるということは常々認識し
ている。本日の医師会の先生方の意見を十分受
け止めて、今年の予算等々十分に検討していけ
るよう努力したい。
回答（内田常任理事）

今回の医療法改正は、地域医療連携体制をど
う構築するかというのが一番のポイントであ
る。その中で、各病院・診療所の地域性や特性
を活かしながら、地域医療対策協議会の場で地
域医療提供体制の構築を取り組みたい。
質問

厚労省は、病院は専門外来に特化、開業医は
午前中は診療、午後は往診、夜は救急対応する
ようはっきりと言っているのにもかかわらず、
財源の確保を考えないということは有り得るの
か。そこまではっきりいうのであれば、厚労省
としても財源を確保した上で提示する等、責任
を持っていかなければ安易にいっても困る。
回答（厚労省二川課長）

政策実現のため診療報酬等で政策を推進する
ということは示している。具体的に何にいくら
というのは言えない。気持ちとしては十分認識
している。無料で医療が進むとは考えていない。
要望

来年の診療報酬改定で、在院日数を30日、
看護師比率を70％等、しばりを厳しくした時点
で殆どの医療機関はお手上げである。内科の施
設であれば、慢性期の回復期リハや療養型で対
応できるが、外科系の急性期医療機関が全て慢
性期になれば、外科系がどんどんなくなる。そ
うすると若い医師が外科系を目指さなくなり、
10年後、20年後には外科系が医師不足になる
等、拍車をかけている。
以前より、厚労省は医療費を削減することを

考えているが、これは、年金問題で誤りを起こ
した社会保険庁と全く同じことである。かつ、
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誰一人として厚労省の政策担当者が責任をとら
ないという無責任な官僚支配の医療制度が続く
ことになる。そろそろ医療制度について官僚支
配の責任をとらない体制を直していただきたい。
我々日本医師会は、都道府県、市町村での委

託事業を受け、厚労省の政策を現実に実現して
いる。それらを我々が許容しなければ日本の医
療は崩壊する。いつまでも日本医師会をいじめ
るような政策はやめていただきたい。
回答（厚労省二川課長）

急性期病院の問題については、産科・小児科
の医師不足の問題と同様に話はあがっている。
病院の体制を整備する事を医師不足対策に一

般論として提示しているが、具体的方策につい
ては、まだ知恵が回っていないところである。
今後、具体策として医師会の先生方のご意見を
お伺いいただければありがたい。
質問

社会医療法人について、日本医師会から具体
的に厚労省にどのような要求等をあげているの
か。例えば、所得税についての減税等は要求し
ているのか。あるいは、厚労省は財務省と調整
されているのか。
回答（厚労省二川課長）

所得税に関しては、法人か個人開業医なのか
で差があるのは普通では考えにくい。税制措置
については日医としっかり取り組んでいきたい。
回答（内田常任理事）

担当が違うので具体的な内容については正確
には把握していないが、税制改正に向けての要
望事項に所得税の減税は取り入れている。

（4）病院、有床診療所の今後について、また、
開業医の位置付けについて、日医および厚労

省より見解いただきたい。（大分県医師会）

回答（厚労省二川課長）

各地域において、その医療機関における役割
を良く考えていただきたいと言ってきた。各地

域における機能をしっかりして欲しいと考えて
いる。あえて言うと、どこの医療機関も同じ機
能で、デパートみたいに何でもしますというこ
とがいいのかということは、今後、医療機能と
いうものをよく考えていただきたいと色々な所
で言っている。
開業医については、普通は診療所と使ってい

るが、分かりやすい言い方、書き方として使わ
れている一般的なものであると思う。
回答（内田常任理事）

これまで地域の診療所あるいは公的病院以外
が果たしてきた役割は非常に大きく重く受け止
めている。
個人的な意見にはなるが、日本は低医療費の

中で、非常に質の高い医療を提供してきた。こ
れは地域における診療所の先生方、公的・私的
の先生方による献身的な努力によって支えられ
てきたものである。これに対する厚労省の医療
法改正というのは、既に大筋として政府・与党
の中で決まっていたことであるが、制度改正に
ついて感じるのは、厚生労働省は2年間ごとにポ
ジションが変わり、2年間の実績でキャリアアッ
プされ、評価されるというシステムが非常に強
い。そのため、医療の現場をきちんと評価し、
問題点・矛盾点を解決していくという立場では
ないというのが見受けられる。そこに対する医師
会としての関わりが極めて重要であると考える。
今回の制度改正においては、医療提供体制の

再編というのが非常に多く示されてきている。
この改革に当たっては、新たな安定的な財源

を付けるというのが最大の課題である。その中
で公的・私的医療機関という形ではなく、地域
の医療提供体制が如何に地域特性を生かしなが
ら地域のニーズに応じることができるよう、病
院・診療所の区別なく連携して構築していくこ
とが重要である。今後とも中小病院、診療所の
役割は極めて重要であると述べていた。
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去る7月7日（土）・8日（日）の2日間に亘
り、ホテルニュー長崎において、長崎市医師会
主催によるみだし協議会が開催されたので、そ
の概要について報告する。

7日の1日目は、諸岡久夫連絡協議会長（長
崎市医師会長）から歓迎の挨拶があり、日本医
師会長（代理　今村常任理事）並びに九州医師
会連合会会長の井石会長から来賓祝辞が述べら
れた。続いて、今村日医常任理事より「特定健
診・特定保健指導における医師会共同利用施設
の活用」と題して基調講演が行われた。その
後、施設長会・事務長会・技師長会等が行われ
た後、懇親会が盛大に催された。
翌日8日の第2日目はシンポジウムが行われた。

基調講演

演題「特定健診・特定保健指導における医

師会共同利用施設の活用」

日本医師会常任理事　今村　聡

特定健診・特定保健指導については、厚生労
働省がこれだけ大きな制度改革をやったことが
ないというぐらいの大きな改革である。関係し
ている局も、健康局、保険局、労働基準局、老
健局の4局が関わっている。しかしながら、行政
の縦割りの為に、いろんな問題が残ったまま法
律が出来ており、現場の先生方にこれから大変
な負担が掛かるだろうと予想されると説明があ
り、パワーポイントを使用して講演が行われた。

○現行の各種健診

制度改革の説明に入る前に、各種健診の現状
から理解してもらいたい。
・「老人保健法」の中で、市町村が40歳以上

の基本健診を行っている。
・「医療保険各法」の中で、健康保険組合が健
診等の努力義務ということで行っている。
・「労働安全衛生法」の中で、事業主が義務で
一般健診を行っている（上乗せ健診、人間ド
ックを同時に実施する場合がある）。
・「介護保険法」の中で、市町村が65歳以上
について、生活機能評価ということで行われ
ている。
・「法律に基づかない事業」の中で、市町村が
40歳以上に胃がん・肺がん・大腸がん検診、
40歳以上女性に乳がん検診、20歳以上女性
に子宮がん検診を行っている
・「老人保健法」の中では、市町村が歯周疾患
検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウィルス検診を行
っている。
このような健診が地域の中で行われているも

のであるが、それぞれの自治体が独自に行って
きたというのが実態である。

○平成20年以降の各種健診

今回の医療制度改革関連法により、老人保健
法が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正
された。この高齢者医療確保法の中で、「特定保
健・特定保健指導、データ管理」は医療保険者に
おいて実施することが義務化された。市町村では
医療保険者として国民健康保険、職場では、共済
組合や健康保険組合などが実施主体となる。
なお、労働安全衛生法に基づく「職場健診」

はこれまでと同様に事業主に義務づけられる。
職場健診に特定健診項目が追加される。

○医療制度構造改革のポイント

将来の医療費の伸びを抑えることが重要だと
している。今回の改革のポイントは3つで①健

第39回九州地区医師会立共同利用施設
連絡協議会

理事　金城　忠雄
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診・保健指導にメタボリック・シンドロームの
概念を導入。②糖尿病等の生活習慣病有病者・
予備軍25％の削減目標を設定。③医療保険者
に健診・保健指導を義務化したことである。

①メタボリック・シンドロームの概念導入につ
いて
メカニズムを理解すれば、保健指導で予防が

可能になる。
保健指導の対象者が明確になる。内臓脂肪の

改善で予防できる対象を絞り込むことができ
る。リスクに応じて保健指導に優先順位をつけ
ることができる。
腹囲という分かりやすい基準により、生活習慣

病の改善による成果を自分で確認・評価できる。

②糖尿病等の生活習慣病有病者・予備軍25％
の削減目標について
25％削減の目標を達成するためには、標準的

な健診・保健指導プログラムを作成し、健康づ
くりのための運動指針等ポピュレーションアプ
ローチを充実させ、国民に分かりやすい学習教
材を開発することになった。
標準的な健診・保健指導プログラムは、①健

診の標準化、②保健指導の標準化、③データ分
析・評価の標準化をする。健診の標準化について
は、健診項目、判定基準の標準化により保健指
導の対象者を客観的に絞り込むことができる。健
診データの電子的提出様式を標準化する。保健
指導の標準化については、階層化基準の標準化
により保健指導の対象者に優先順位をつけること
ができる。保健指導データの電子的提出様式を標
準化する。データ分析・評価の標準化について
は、保健指導の成果を客観的に評価できる。

③医療保険者に健診・保健指導を義務化について
40歳～74歳の被保険者・被扶養者が対象で

あり、40歳未満、75歳以上は努力義務である
（75歳以上は後期高齢者医療制度で対応）。対
象者を明確に把握でき、健診未受診者を把握
し、発症予防できる。
健診・保健指導をデータ管理する。レセプト

と突き合せすることにより医療費との関係を分

析できる。治療中断者、治療未受診者を把握
し、重症化を防止できる。
特定健康診査等実施計画を策定する。健診実

施率、保健指導実施率、メタボリック・シンドロ
ーム該当者・予備軍の減少率を明記。後期高齢者
医療制度への支援金の加算・減算に反映させる。

○内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防の

ための健診・保健指導の基本的な考え方

老健法に基づく基本健康診査と保健指導の目
的は、個別疾患の早期発見・早期治療であった
が、これからの健診・保健指導は内臓脂肪型肥
満に着目した早期介入・行動変容へと大きく変
る。これまでは健診結果の伝達、理想的な生活
習慣病に係る一般的な情報提供であったが、対
象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣と
の関係を理解し、生活習慣の改善を自らが選択
し、行動変容につなげることになった。

○標準的な健診・保健指導プログラム

・特定健康診査の項目は、質問票（服薬歴、喫煙
歴等）、身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）、理
学的検査（身体診察）、血圧測定、血液検査、検
尿を必修項目とする。心電図検査、眼底検査、
貧血検査は詳細な健診項目として、一定の基準
の下、医師が必要と認めた場合に実施できる。
・保健指導対象者の選定については、ステップ1
（内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定）～ス
テップ4の流れで対象者を選定する予定である。

・標準的な保健指導プログラムについては、生
活習慣病の予備軍に対する保健指導を行う。
対象者ごとの保健指導プログラムは、保健指
導の必要性ごとに「情報提供」、「動機付け支
援」、「積極的支援」に区分する。又、各保健
指導プログラムの目標を明確化する。
情報提供：健診結果の提供にあわせて、基本

的な情報を提供する。
動機づけ支援：医師、保健師又は管理栄養士

の面接・指導のもとに行動計画
を策定し、生活習慣の改善のた
めの取り組みに係る動機づけ支
援を行うとともに、計画の策定
を指導した者が、計画の実績評
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価を行う保健指導。
積極的支援：医師、保健師又は管理栄養士の

面接・指導のもとに行動計画を
策定し、生活習慣の改善のため
の、対象者による主体的な取組
に資する適切な働きかけを相当
な期間継続して行うとともに、
計画の策定を指導した者が、計
画の進捗状況評価と計画の実績
評価（計画策定の日から6ヶ月経
過後に行う評価をいう）を行う。

○特定保健指導の実施者

・特定保健指導実施者のうち保健指導事業の統
括者は医師、保健師、管理栄養士である。
・①初回面接、②対象者の行動目標・支援計画
の作成、③保健指導の評価に関する業務を行
う者の範囲は、医師、保健師、管理栄養士、
そして一定の保健指導の実務経験のある看護
師としたら、看護課の猛反発があり、看護師
は5年間に限ると条件つきになった。
・特定保健指導の実施者の範囲とは、医師、保
健師、管理栄養士の他、食生活、運動指導に
関する専門的知識および技術を有する者をい
う。例えば、健康運動指導士、THP指針に
基づく運動指導、産業栄養指導、産業保健指
導担当者等である。

○標準的な健診・保健指導プログラム確定版に

おける健康スポーツ医の位置づけ

第3章　保健指導の実施（基本的事項－保健
指導の実施者）の中で、「なお、医師に関して
は、日本医師会認定健康スポーツ医等と連携す
ることが望ましい」としている。
また、（委託基準－基本的考え方）の中で、

「保健指導として運動を提供する施設について
は、日医認定健康スポーツ医を配置、あるいは
勤務する医療機関と連携するなど、安全の確保
に努めることが必要である」との書き込みにな
っている。

○標準的な健診・保健指導プログラム確定版に

おける産業医の位置づけ

委託基準－基本的考え方の中で、「保健指導対
象者が勤務する事業者に保健指導業務を委託する
場合は、その事業者の産業医が中心的な役割を担
い保健指導を実施することが考えられる。」また、
「産業医の選任義務のない小規模事業場の労働者
に対しては、日頃から、地域産業保健センターに
登録された産業医等が中心的に産業保健サービス
を提供していることから、こうした産業医が勤務
する医療機関等が、小規模事業場の労働者等に対
して、特定保健指導を実施できるようにすること
が望まれる」との書き込みになっている。

○医師会の健診・保健指導の受託パターンとそ

の準備

・特定健診の費用の考え方として、医療機関が
必修項目を個別方式で、診療報酬をもとに試
算したもので、価格は7,461円となっている。

・特定保健指導の費用の考え方として、必要な
資源の提供に係る経費して試算したもの（人
件費、設備費、通信費、材料費、評価のため
の血液検査費を含む）で、価格は1人当たり
21,544円となっている。（「第6回　保険者に
よる健診・保健指導の円滑な実施方策に関す
る検討会」に対して積極的支援の価格として
提示されたもの）
・なお、事業者団体の独自の支援パターンによ
る試算は18,709円で、特定健診・特定保健指
導の実施に関するアンケート調査からの試算
は、動機づけ支援が7,000円～12,000円、積
極的支援が30,000円～60,000円の価格が示
されている。
・受託パターン例としては、診療所や病院が、
特定健診・保健指導を行っても良いし、健診
だけを行い、医師会検査・健診センター等他
の機関に指導をお願いしても良い。また、医
師会検査・健診センターが特定健診・保健指
導を行っても良いし、健診だけを行い、運動
施設等他の機関に指導をお願いしても良い。
・特定保健指導を地域医師会が受託した場合、
「共同利用施設活用型」という。今後、医師
会共同利用施設が取り組んで行くにあたって
の準備について、日医総研が「特定健診・特
定保健指導の共通業務」、「特定健診の管理業
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務と実施業務」、「特定保健指導の管理業務と
実施業務」等機能別に分けた表が示されてい
るので、活用いただきたい。

○特定健診の契約関係と健診結果の送付先

市町村や市町村国保（国保加入者）について
は、医師会と契約を結び、健診結果を市町村へ
送付する。
被用者保険（政管健保、組合健保、共済組合

等の被保険者、被扶養者）については、都道府
県の代表保険者に連なって、医師会と集合契約
を結び、データは支払基金を通して、それぞれ
の組合へ送付する。

○特定保健指導の契約関係と健診結果の送付先

特定健診と同様な契約になると思う。但し、
健診は1ヶ所で行うが、保健指導の契約は、必
ずしも1ヶ所で行う必要はない。いろんな機関
と契約するというパターンがある。

○特定保健指導受託の作業工程

これから、国保・健保等における特定健診受
診者数の推計（年間）、特定保健指導対象者の
推計（年間）をしていかなければならない。
それぞれの保険者が2012年度までに健診受

診率を参酌標準で65％まで持って行くために計
画し、5年間で徐々に増やしていく。そうする
事で、動機付け対象者、積極的対象者も増加す
る。こういう計画を地域の中で、きちんと考え
ておく必要がある。

○決済について

・健診・保健指導機関はデータや請求を電子的
媒体にて行う（オンラインではない）。
・フリーソフトが厚生労働省より提供される（ソ
フトは完成していない。現在進行中である）。

・データの受け渡しは支払い基金、代行機関が
関与する。
・なお、参考までにフリーソフトの流れを説明
すると、保険者が健診についての「受診券」
を発行し、利用者の被保険者に送る。健診で
きるリストがあるので、それに基づき被保険
者は受診する。健診機関でリストが出ると、

それを支払い基金等に送付され、更にデータ
は保険者に送付。健診結果に基づいて、保健
指導対象者を決定し、「利用券」を発行する
流れとなっている。
・代行機関については、集合契約方式により、
特定健診・特定保健指導の実施を行う場合、
健診等結果の収集、請求・支払業務等、膨大
な事務量となるため、保険者による円滑な健
診・保健指導の実施を図るため、この事務等
を代行する機関が必要と考えられる。

○医療保険者との契約について（被扶養者）

健診機関の全国組織と代表医療保険者（健保
連等）が健診委託契約を結ぶパターンがある。な
お、被扶養者について、全国にある健保連と日本
医師会が集合契約を結べないかという話を進めて
いる。そうすれば、健保組合等の被扶養者は地元
の健診機関で健診を受けることができる。

○市町村における各種健診の連携について（保

険担当課等に執行委任）

住民に対して従来実施してきたがん検診等に
ついて、厚生労働省の指導により、地域住民に
一体的な提供をするために「実施取りまとめ部
局」を設置する予定である。今後、医師会はこ
の部局と交渉することになる。いろんな自治体
の関係部署を同時に呼び、話し合いをする事が
重要である。

○国保ヘルスアップモデル事業について

国が指定した市町村が実施主体となり、高血
圧、糖尿病等の生活習慣病予備軍に対する個別
健康支援プログラムを3年かけて開発・実施・
評価してきた。
今回、国保ヘルスアップ事業の実績を踏まえ

た、特定保健指導を核とした市町村国保におけ
る保健事業実施のための手引書を発行している
ので、参考にしていただきたい。（医師会も関
与している）

○今後の課題

・保険者と健診、保健指導機関の契約準備（単
価の設定、事業実施地域の検討等を前提）



2007沖縄医報 Vol.43  No.9
報　　告

－41（903）－

・従来の健診との整合性（項目、費用、体制）
を行政と検討
・健診機関、保健指導機関における体制整備
（人材の養成等）

・契約締結
・要治療者の受け皿

印象記

理事　金城　忠雄

平成19年7月7日（土）・8日（日）長崎市医師会主催の第39回九州地区医師会立共同利用施設
連絡協議会に参加した。九州各県医師会立施設代表が500名以上集まり、熱心なディスカッショ
ンがなされた。
メインテーマは、平成20年4月から施行される「共同利用施設における特定健診・保健指導の

対応策について」の基調講演とシンポジウムである。
まず、「特定健診・特定保健指導における医師会共同利用施設の活用」と題して日医本部からの

今村聡常任理事の基調講演を拝聴した。
今度の医療制度改革の目的は、ひとえに国民医療費の伸びを抑制するためである。
厚生労働省の過去最大の改革であり、健康局、保険局、労働基準局、老健局の4局に関わり、

法律は成立しているが、具体的な対策は調整進行中との事。
医療制度構造改革のポイントは
1．誰にでも分かる腹囲を基準に内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）の概念導入
2．糖尿病、心脳血管病等生活習慣病予備群の管理
3．医療保険者に健診・保健指導の義務化
・40～74歳を対象に健診データの管理と保健指導
要約すると「糖尿病や心脳血管病等の生活習慣病を予防に関して特定の健診」と、その健診

の結果から「健康保持のため特定の保健指導」の実施を義務づけたことにある。
・特定健診・特定保健指導の実施者について
統括者は医師、保健師、管理栄養士が担当する。
保健指導実施の業務は、一定の保健指導実務経験のある看護師にも当たらせるとしたところ、

看護課の猛反発があり、看護師は、5年間に限るとの条件付になった。保健師が充分おればいい
のだが、看護師の活用ができないのなら、今村常任理事の危惧しているように保健指導者スタ
ッフ不足が気がかりである（産婦人科における助産師不足の例にならぬよう）。
保健指導の中に日本医師会認定スポーツ医や産業医と積極的に連携して活躍の場を求められる。
全般的な印象として、現在のところ厚生労働省、保険者も医師会等の「特定健診・特定保健指

導」を受託する私供も手探り状態である。法律は出来ているので、確実に「特定健診・特定保健
指導」の準備はせねばならない。
厚生労働省から提供予定になっているデータのフリーソフトや費用などまだ決まってはいないため、

実施機関すなわち私ども医師側の具体的な対応のための準備、試行錯誤がしばらく続きそうである。
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沖縄県医師協同組合 
剰余金処分案 

 
自 平成 18年 4 月 1 日 
至 平成 19年 3 月31日 

 
Ⅰ　当期未処分利益 
　　　当期損失　　　　　　  8,540,776円 
　　　前期繰越利益　　　　21,470,999円　　　12,930,223円 
 
Ⅱ　次期繰越利益　　　　　　　　　　　　    12,930,223円 
 
 
　以上のとおり、平成18年度事業報告書、財産目録、貸借対
照表、損益計算書及び剰余金処分案を提出します。 
 
　平成19年5月31日 
 
　沖縄県医師協同組合 
 
　　　理 事 長　宮城　信雄　　　理　　事　金城　忠雄 

　　　副理事長　玉城　信光　　　理　　事　幸地　賢治 

　　　副理事長　小渡　敬　　　　理　　事　野原　薫 

　　　専務理事　真栄田篤彦　　　理　　事　稲田　隆司 

　　　理　　事　安里　哲好　　　理　　事　今山　裕康 

　　　理　　事　嶺井　進　　　　理　　事　玉井　修 

　　　理　　事　大山　朝賢 

日頃の医師協同組合へのご参加とご利用ありがとうございます。平成18年度
の決算と平成19年度の事業計画に関して、総代会を去った5月31日（木）ロワ
ジールホテルにおいて開催し、ご承認を賜わりましたので報告いたします。
開催に当たり、宮城信雄沖縄県医師協同組合理事長から、厳しい医療環境の中

における医師協同組合の役割に対して期待と重責があるので、今後とも、協同組
合事業に対する理解と協力をお願いしたいとの挨拶がありました。
総会議事進行は、那覇市選出の糸数健総代に議長役を受諾いただき、会を進

行して頂きました。以下に報告します。

第1号議案

平成18年度決算書類承認の件

事業報告概略
平成18年度の医療界はこれまでになく厳しい、

診療報酬減額改定、老人医療費等患者負担の増
額、療養型病床削減の数値目標の設定等々、老
人や弱者の切り捨てが経済再建という名のもと
で、次々と打ち出された年でありました。
この様な厳しい医業環境と経済情勢の下、沖

縄県医師協同組合は医師協同組合の存在の必要
性を大いに自覚し、九州医師協同組合連合会及
び全国医師協同組合連合会との更なる連携と取
り組みの強化を図り、購買、保険の各種事業を
積極的に推し進め、一定の効果を上げることが
出来ました。

会議開催の概要

（1）第15回通常総代会　平成18年5月31日
協議題　1号～6号議案すべて承認。

（2）理事会　4回開催
（3）剰余金処分案一覧
（4）損益計算書一覧

沖縄県医師協同組合第16回通常総代会

沖縄県医師協同組合専務理事　真栄田　篤彦



2007沖縄医報 Vol.43  No.9
報　　告

－43（905）－

地　区 組合員数 口　数 金　額 前年度比較 

各地区医師会別組合員数 

損　益　計　算　書 

北　部 

中　部 

浦添市 

那覇市 

南　部 

宮　古 

八重山 

合　計 

 36 

161 

 51 

190 

 62 

 17 

 15 

532

 36 

169 

 56 

217 

 72 

 17 

 15 

589

  360,000   

1,710,000 

  570,000 

2,190,000 

  750,000 

  180,000 

  150,000 

5,890,000

増減なし 

増2名 

減1名 

増2名 

増3名 

増1名 

増減なし 

増7名 

沖縄県医師協同組合 

自  平成18年 4 月 1 日 
至  平成19年 3 月31日 
 

費　用 金　額 収　益 金　額 
Ⅰ事業費 

売上原価 
購買事業費 
Ⅱ一般管理費 

役員報酬 
職員給与手当 
賞与 
退職金 
福利厚生費 
印刷費 
関係団体負担金 
広報宣伝費 
交際費 
会議費 
旅費交通費 
通信費 
消耗品費 
新聞図書費 
支払手数料 
支払保険料 
寄付金 
賃借料 
租税公課 
棚卸減耗損 
雑費 
指導教育事業費 
支払リース料 
Ⅲ特別損失 

税引前利益 
法人税等引当金 
当期損失 
 

6,741,548 

6,359,715 
381,833 

41,674,160 

4,140,000 
8,002,232 
2,042,714 

11,097,496 
1,417,286 
300,825 
326,200 
154,787 
680,930 
446,543 
1,774,636 
2,004,034 
1,825,879 
142,801 
804,240 
1,202,580 

0 
3,444,000 
379,100 
120,015 
480,102 
1,980 
885,780 

0 

 
0 

－8,540,776 

39,874,932

Ⅰ事業収益 

共同購買売上高 
受取購買手数料 
受取事務代行手数料 
受取斡旋手数料 
 
 
Ⅱ事業外収益 

事業外受取利息 
事業外受取配当金 
雑収入 
 
Ⅲ特別利益 

前期損益修正益 
 

38,573,276 

7,554,645 
5,861,814 
20,760,531 
4,396,286 

 
 

1,176,856 

27 
740,514 
436,315 

 
124,800 
124,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,874,932

（単位：円） 
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項目 H19年度予算 H18年度実績 H17年度実績 H16年度実績 摘　要（平成18年度実績比較） 

項目 H19年度予算 H18年度実績 H17年度実績 H16年度実績 　摘　要（平成18年度実績比較） 

平成19年度沖縄県医師協同組合収支予算 　 

平成19年度沖縄県医師協同組合収支予算　 

収入の部　NO-1

収入の部　NO-２ 

Ⅰ事業収入 
　①．共同購買売上金 
1．用紙売上 
2．会員名簿売上･広告料 
3．その他 
 
 
 
　②．受取購買手数料 
1．沖縄綿久白衣手数料 
2．新報開発コピー用紙手数料 
3．全国医師協同組合手数料 
4．九州医師協同組合手数料 
5．アシストOA機器消耗品手数料 
6．沖食商事給食用米手数料 
7．村中医療器手数料 
8．エチレンオキシドガス手数料 
9．法規集手数料 
10．医療機器等販売手数料 
11．その他 
　③．受取事務代行手数料 
1．生保手数料 
2．損保手数料 
3．寝具料・沖縄綿久 
4．寝具料・日琉リネンサプライ 
 
　④．受取斡旋手数料 
1．医協カード売上手数料 
2．沖縄ヤクルト手数料 
3．全医協連保険手数料 
4．航空券等斡旋手数料 
5．サニクリーン九州手数料 
6．日立キャピタルリース手数料 
7．宮古健藻売上手数料 
8．住宅建築斡旋手数料 
9．カニパック売上手数料 

94.3％　　▲ 2,186,276 
72.7％　　▲ 2,064,645 
カルテ･レセプト販売 
名簿販売･広告料 
ウチナー健康歳時記、N-95マスク等 
 
 
 
104.3％　　253,186 
白衣･シューズ等 
コピー用紙 
書籍･蛍光灯･JMCキャンペーン等 
乾電池･聴診器等 
OA消耗品トナー、カートリッジ 
給食用米･ギフト券取次ぎ 
カタログ販売・インフルエンザ試薬・輸液セット等 
測定手数料 
第一法規出版他 
医療器具販売手数料 
電子辞書販売手数料等 
97.3％　　▲ 560,531 
生保等13社手数料 
損保3社（損保J、大同火災、エース保険） 
沖縄綿久手数料（平成18年度4月で中止） 
平成16年度より取引中止 
 
104.2％　　185,714 
オークスVISAカード手数料 
自動販売機飲料 
保険手数料 
航空券等手数料 
清掃作業･用品手数料 
医療機器、自動車リース･割賦手数料 
売上斡旋手数料 
沖縄パナホーム・ダイワハウス工業 
カニパック 

36,387,000 
5,490,000  
5,437,000  
53,000  

0  
 
 
 

6,115,000  
101,000  
116,000  
2,200,000  
118,000  
200,000  
85,000  

2,800,000  
259,000  
27,000  
159,000  
50,000  

20,200,000 
13,037,000  
7,163,000  

0  
0  
 

4,582,000  
567,000  
1,280,000  
2,309,000  
301,000  
55,000  
34,000  
36,000  

0  
0 

38,573,276 
7,554,645  
5,722,552  
1,832,093  

0  
 
 
 

5,861,814  
83,354  
105,324  
2,532,218  
97,692  
173,756  
76,394  

2,248,375  
215,250  
8,730  
145,206  
175,515  

20,760,531 
13,439,898  
6,954,351  
366,282  

0  
 

4,396,286  
539,060  
1,218,210  
2,262,788  
270,721  
52,242  
16,977  
36,288  

0  
0 

42,792,792 
6,245,806  
6,147,711  
68,250  
29,845  

 
 
 

4,918,391  
71,107  
136,692  
2,037,086  
109,780  
186,797  
83,644  

1,390,325  
220,500  
16,644  
665,816  

0  
27,136,269 
15,863,670  
6,934,121  
4,338,478  

0  
 

4,492,326  
591,560  
1,241,262  
1,888,331  
313,540  
63,943  
128,614  
32,976  
200,000  
32,100 

46,532,787 
8,998,962  
6,406,341  
2,556,500  
36,121  

 
 
 

4,881,351  
91,374  
130,928  
2,443,725  
141,255  
233,337  
93,707  
588,535  
141,750  
39,967  
976,773  

0  
27,617,246 
16,709,754  
6,563,209  
4,344,283  

0  
 

5,035,228  
611,270  
1,106,781  
2,309,663  
276,164  
62,802  
150,355  
18,000  
400,000  
106,720 

Ⅱ事業外収入 
　①．事業外受取利息 
　②．事業外受取配当金 
1．全医協連 
2．九医協連 
3．商工中金 
 
 
　③．雑収入 
1．宛名ラベル･封筒販売 
 
 
Ⅲ特別利益 
 

収入合計 

  102.3％　27,144 
3703.7％　　　　　　　　　　　　973 
  101.7％　　　　　　　　　　   12,486 
　配当金  
　配当金  
　配当金  
  
  
  103.1％　13,685 
　宛名ラベル・封筒販売  
  
  
       0.0％　前期消費税修正益 
  
    94.3％　▲ 2,283,932

1,204,000 
1,000 

753,000 
500,000 
250,000 
3,000 

 
 

450,000 
450,000 

 
 
0 
 

37,591,000

1,176,856 
27 

740,514 
496,473 
241,041 
3,000 

 
 

436,315 
436,315 

 
 

124,800 
 

39,874,932

964,463 
302 

645,516 
440,731 
201,785 
3,000 

 
 

318,645 
318,645 

 
 
0 
 

43,757,255

2,068,129 
1,654 

1,809,895 
1,543,151 
263,744 
3,000 

 
 

256,580 
256,580 

 
 
0 
 

48,600,916
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項目 H19年度予算 H18年度実績 H17年度実績 H16年度実績 摘　要（平成18年度実績比較） 

項目 H19年度予算 H18年度実績 H17年度実績 H16年度実績 　摘　要（平成18年度実績比較） 

平成19年度沖縄県医師協同組合収支予算 

平成19年度沖縄県医師協同組合収支予算 

支出の部　NO-1

支出の部　NO-２ 

Ⅰ事　業　費 
　①．売上原価 
1．カルテ･レセプト 
2．.会員名簿 
 
 
 
　②．購買事業費 
1．カルテ等委託販売手数料 
 
2．指導教育事業費 
 
Ⅱ事業間接費及び一般管理費 
1．役員報酬 
2．職員給与手当 
3．賞　　　与 
4．退　職　金 
5．給与負担金 
6．賃　　　金 
7．福利厚生費 
8．印刷費 
9．関係団体負担金 
10．広報宣伝費 
11．交際費 
12．会議費 
13．旅費交通費 
14．通　信　費 
15．消耗品費 
16．新聞図書費 
17．支払手数料 
18．支払保険料 
19．寄付金等 
20．賃借料 
　　　①.会館維持費 
　　　②.FAX・印刷機リース 
　　　③.複写機使用 
　　　④.医療情報システム 
　　　⑤.その他 
21．租税公課 
22．棚卸減耗損 
23．雑費 
24．支払リース料 
25．減価償却費 

63.8％　▲ 2,443,548 
59.0％　▲ 2,609,715 
カルテ・レセプト仕入 
会員名簿作製費用 
 
 
 
143.5％　166,167 
那覇・中部カルテ・レセプト委託販売手数料 
（1冊に付き35円） 
 
 
73.7％　▲ 10,946,980 
13名分 
2名分（H18年度は4月～10月3名、11月～3月は2名） 
2名分 
2名分（9,580,160＋1,517,336） 
 
臨時職員給料 
社会保険料等2名分 
領収書・議案書印刷、事業案内作成費 
全医協・九医協・中央会賦課金 
県医師会報掲載料等 
新年宴会負担金・囲碁・ゴルフ大会他 
総代会・理事会 
全医協連・九医協連出張旅費 
電話･郵便・宅配料 
県医師会事務消耗品等 
県内2紙、本土1紙 
会計事務所管理手数料 
役員・職員傷害保険 
地区医師会寄付金 
会館維持費・印刷機・情報システム費用等 
 
 
 
会員管理システム、引去システム、ソフトウェアー等 
 
消費税等 
H18年度　会員名簿72冊、カルテ165冊廃棄 
振込み手数料・駐車料等 
公用車リース料 
パソコン2台 

4,298,000 
3,750,000 
3,750,000 

0 
 
 
 

548,000 
348,000 

 
200,000 

 
30,727,180 
4,140,000 
6,104,000 
2,120,000 

0 
0 
0 

1,207,000 
300,000 
326,000 
200,000 
650,000 
750,000 
1,705,400 
2,500,000 
1,850,000 
145,000 
800,000 
1,250,000 
1,000,000 
3,444,000 
240,000 
24,000 
780,000 
2,400,000 

0 
850,000 
50,000 
450,000 
885,780 

0

6,741,548 
6,359,715 
3,848,115 
2,511,600 

 
 
 

381,833 
381,833 

0 
0 
 

41,674,160 
4,140,000 
8,002,232 
2,042,714 
11,097,496  

0 
0 

1,417,286 
300,825 
326,200 
154,787 
680,930 
446,543 
1,774,636 
2,004,034 
1,825,879 
142,801 
804,240 
1,202,580 

0 
3,444,000 
240,000 
24,000 
780,000 
2,400,000 

0 
379,100 
120,015 
482,082 
885,780 

0

4,940,216 
4,522,882 
4,522,882 

0 
 
 
 

417,334 
417,334 

 
0 
 

32,920,964 
4,140,000 
8,309,901 
2,624,241 

0 
0 
0 

1,453,113 
422,580 
316,200 
269,894 
537,489 
691,042 
1,467,517 
3,453,920 
2,090,092 
146,036 
966,000 
1,271,990 
1,000,000 
2,880,000 
120,000 
60,000 
720,000 
1,800,000 
180,000 
869,900 
36,540 
495,089 
229,320 

0

7,647,902 
6,758,123 
4,353,623 
2,404,500 

 
 
 

657,856 
425,933 

 
231,923 

 
32,708,894 
4,140,000 
8,272,376 
2,631,697 

0 
0 
0 

1,493,562 
283,500 
316,200 
450,625 
1,210,190 
730,958 
779,930 
3,362,444 
2,044,151 
137,736 
987,000 
1,160,520 
1,000,000 
2,760,000 
120,000 
60,000 
720,000 
1,800,000 

0 
1,277,900 
160,443 
535,262 

0 
132,300

Ⅲ事業外費用 
 
Ⅳ特別損失 
 
Ⅴ予備費 
 

支出合計 

　　　　0 
  
　　　　0 
  
-30.0％　11,106,596 
  
 94.3％　▲ 2,283,932

0 
 
0 
 

2,565,820 
 

37,591,000

0 
 
0 
 

-8,540,776 
 

39,874,932

0 
 
0 
 

5,896,075 
 

43,757,255

0 
 
0 
 

8,244,120 
 

48,600,916
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第2号議案

平成19年度事業計画・収支予算承認の件

事業計画
1．共同・受取購買事業

平成19年度は同事業の目標を11,605,000
円に設定。
2．受取事務代行事業の目標を20,200,000円
に設定。

3．受取斡旋事業の目標を4,582,000円に設定。
4．教育及び情報の提供事業。
（平成19年度沖縄県医師協同組合収支予算
一覧表掲載。）

第3号議案

平成19年度における借入金の最高限度額

決定の件

今年度も例年のとおり900万円とする。
（実際は予算内で執行しており、借入したこ
とはなし。）
第4号議案

役員報酬決定の件

年間414万円以内とする。
第5号議案

平成19年度における収支予算の事業計画

の範囲内における補正ならびに流用について

の権限を理事会に委任する件

（これも、今日まで流用の執行をしたことは
ない。）

以上、沖縄県医師協同組合の第16回通常総
代会の報告をした。

項　　目 

生命保険手数料 

損害保険手数料 

 

取扱総額 

434,567,000円 

238,767,000円 

 

手数料率 

3％ 

3％ 

合　　計 

手数料高 

13,037,000円 

7,163,000円 

20,200,000円 

受取事務代行事業 

印象記

沖縄県医師協同組合専務理事　真栄田　篤彦

今日まで、会員によって利用･ご愛顧いただいている県医師協同組合の事業に対しては年々厳し
くなる医療環境のなか、役割と期待が増加しています。私は、全国医師協同組合連合会理事とし
て購買事業担当に参加してきましたが、なかなか購買に関する事業展開が難しく、さらに、保険
事業に関しても中小企業の規則改正･定款変更等によって、休診、保険の中止の選択を余儀なく決
定しています。それに取って代わる保険等の検討が進んでいます。
組合会員におきましては、今後とも医師協同組合事業にご参加くださるようお願い申し上げます。
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去る6月16日（土）13時30分よりロワジー
ルホテル那覇において第15回県民公開講座を
開催しました。
県民全体の意識を高めて健康長寿を取り戻そ

うと、平成15年から開催されてきた県民公開講
座も今回で15回目を迎えました。その間沖縄県
の健康長寿を脅かしている様々な問題を取り上
げてきました。自殺や、肥満、癌、喫煙対策、
認知症、脳卒中、そして危機的になりつつある
慢性腎不全と透析の問題など、沖縄県の抱える
健康問題は非常に多彩であることを実感し、繰
り返し訴える大切さを認識して、たゆまない努
力を続けてきました。県民公開講座は多くの県
民に支持され、毎回700人前後の参加者を集
め、県民はこの公開講座を通して沖縄県医師会

に大きな期待と信頼を寄せています。会場に詰
めかける多くの参加者の真剣な眼差しに感銘を
受け、これを支えるために多くの人が汗をか
き、スタッフは県民の福利のために結束し、自
分の仕事の範囲を超えた協力をしてくれまし
た。担当理事としてこの県民公開講座を主催す
る事は、大きな誇りであります。
県民公開講座が開催された平成15年から、県

民の健康増進の為にこの県民公開講座がどのよ
うな影響を及ぼしてきたのか、何がどう変わっ
たのか、それを明らかなエビデンスで表すことは
できませんが、私はこの県民公開講座に参加し
た県民が自分自身とその職場や家族に多くの良
い影響を及ぼした事を信じて疑いません。この5
年間、様々なテーマに対して、智恵を絞って

第15回沖縄県医師会県民公開講座
ゆらぐ健康長寿おきなわ

メタボリックシンドローム
～なぜ肥る？どうやせる？～

理事　玉井　修
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様々な工夫を凝らし、県民に効果的に健康長寿
復活を訴える努力をしてきました。毎回が新企
画であったと言っても差し支えないでしょう。そ
してこのように積み上げた多くの経験や人脈が
やっとここまでの県民公開講座として成長させ
たのです。一朝一夕にできるものではないので
す。当公開講座の企画に携わっていただいた多
くの方々並びに、ご理解を賜った会員の皆様に
は感謝申し上げます。
さて、今回はメタボリックシンドロームをテ

ーマに選びました。カタカナ表記で理解しても
らえるだろうかとの危惧もありましたが、メタ
ボリックシンドロームは既に言葉として市民権
を得ているので問題ないだろうということでそ
のまま使用しました。実際今回の会場も約700
人が詰めかけて大盛況となりました。
私、玉井の司会で開催し、まず宮城会長が公

務出張の為代って本会の真栄田篤彦常任理事よ
りご挨拶を頂き、沖縄県福祉保健部長の伊波輝
美様よりご挨拶を頂きました。
講演は、座長を田仲医院院長の田仲秀明先生

にお願いし、まずは田仲先生よりメタボリック
シンドロームの解説をしていただきました。沖縄
県に於いていかにメタボリックシンドロームが問
題となっているかという現状を説明していただ
きました。健診を受けても、そのまま受けっぱな
しで、問題をしっかり把握していないのが沖縄
の現状の様です。メタボリックシンドロームの対
策のためには、メタボリックシンドロームが自分
自身の問題として気付けるかどうかが大きなキ
ーポイントであると訴えて頂きました。
次にメタボ対策市町村の取り組みと題して、

南城市市役所保健師の井上優子氏に御講演して
頂きました。沖縄県では40代から50代の比較
的若い世代にメタボリックシンドロームが蔓延
し、将来の健康長寿が危機的状況にあること。
平成20年から導入される特定健診・特定保健
指導に対応し、健診受診率のアップは地方自治
体の健康行政上どうしても達成しなくてはなら
ないと強く訴えて頂きました。
昨年末より沖縄タイムスで連載された『目指

せBMI=22 メタボ兄弟の挑戦』で、実際にメタ

ボ対策を特集記事として連載した平良秀明記者
と平良吉弥記者の講演は経験を基にした非常に
興味のあるものでした。某テレビ番組事件に代
表される偏ったダイエット報道の弊害、あれも
ダメ、これもダメではなく、できるだけ楽しくダ
イエットを継続する工夫を凝らしていった努力
と非常に柔軟な考え方に会場からは感嘆の声と、
時々交えるユーモアに笑いがわきおこりました。
ダイエットは誰かと一緒に、声掛け合って、励
まし合って継続するという工夫はとても参考に
なります。また、今日は誕生日なので少し食べ
過ぎた、等と自分の言い訳などを書き込める楽
しいグラフ化体重表は非常におもしろそうです。
琉球大学医学部附属病院第2内科の島袋充生

先生には、なぜ悪い？メタボリックシンドロー
ムと題して、内臓脂肪と心臓病との深い関わり
を解説して頂きました。内臓脂肪が及ぼす脂肪
毒性という考え方は非常に興味を引きました。
海外でも高い評価を得ている島袋先生の脂肪毒
性の研究は、内蔵脂肪そのものが血管障害を引
きおこすという興味ある報告で、最先端の医療
情報でありながら一般県民にもその重要性を理
解しやすいように易しく説明されていました。
体重を2kg、腹囲をわずか2cm縮めるだけでも
とても意味がある、できることからコツコツと
継続する重要性をお話して頂きました。
講演のあとはフロアーからの質問を受けて講

演者とのディスカッションです。県民公開講座
の見所のひとつです。直接フロアーとのディスカ
ッションが行われますが、何が出てくるかわから
ない分、パネラーの先生方の人柄が伝わるコー
ナーです。健康食品は本当に有効なのか？ダイ
エットを継続するコツは？医者から勧められた
薬は一生飲まないといけないのか？など本音を
ぶつけてくる質問を座長の田仲先生がうまくパ
ネラーに振り、これに関して少々戸惑いながら
も講演者が一生懸命答えます。その様子はまさ
に県民との直接対話を見る思いが致します。健
康長寿を訴える沖縄県医師会と、それをしっか
り自分自身を含めて県民の問題として受け止め
るフロアーとの一体感を感じます。これが5年間
積み上げてきた県民公開講座の姿なのです。
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【メタボリックシンドロームとは？】

腹部肥満があり、これに加えて高血圧、高脂
血症、高血糖のうち2つ以上が認められる状態
をいいます。その基準は、
●腹部肥満：腹囲男性85㎝および女性90㎝以上、
●高血圧：130/85mmHg以上、
●高脂血症：中性脂肪150mg/dl以上　または
HDLコレステロール40mg/dl未満、

●高血糖：空腹時110mg/dl以上です。
それぞれの異常は軽度ですが、集まると重大

な結果につながるため、健康上の重要課題とし
て最近注目を集めています。私は10年ほど前よ
りだんご四兄弟（図1）として注意を喚起して
来ました。

【沖縄のメタボリックシンドローム】

高脂肪食と車社会に代表される欧米型生活習
慣を続けた結果、沖縄県は日本一の肥満県とな
ってしまいました。これを背景に沖縄のメタボ
リックシンドロームは、成人男性の3人に1人、
女性の10人に1人と他府県に比べて著しく頻度
が高いことが分かりました。

【現状は沖縄クライシス（＝危機）】

メタボリックシンドロームは加齢に伴って増
えることが知られており、沖縄女性においては
その通りでした。しかし、男性では若い世代を
含む幅広い年齢にメタボリックシンドロームが
蔓延していました（図2）。沖縄県では心臓病、
脳卒中、糖尿病等、動脈硬化に関連する病気で
亡くなる方の割合が、若い世代になるほど全国
の上位となっています。沖縄はこれまで長寿地
域として有名でしたが、このままでは今後若い
世代が健康に長生きすることが難しくなると考
えられます。

肥満天国沖縄の現状

田仲医院院長　田仲　秀明

昭和62年　琉球大学医学部医学科卒業
平成 6 年　琉球大学附属病院第2内科助手
平成 7 年　英国ウェールズ大学医学部研究員
平成10年　沖縄県立南部病院内科医長
平成14年　豊見城中央病院糖尿病・生活習慣病センター所長
平成17年　田仲医院院長

現在に至る
学会活動　日本糖尿病学会専門医・指導医

日本動脈硬化学会会員
英国糖尿病学会会員

講演の抄録
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【気付くか気付かないか、それが問題】

ここに面白いデータがあります。人間ドック
でメタボリックシンドロームではないと判断さ
れ指導を受けなかったグループから、1年後に
男性13％、女性4％にメタボリックシンドロー
ムが発生しました。一方メタボリックシンドロ
ームと診断され、指導や治療を受けたグループ
では、1年後に男女とも半数近くが改善し、メ
タボリックシンドロームから脱しました。しか
もその際、非薬物療法と薬物療法の改善率には
大きな差がありませんでした（図3）。
つまりメタボリックシンドロームに気付くか

気付かないか、それが問題なのです。
長寿県沖縄を取り戻すには、メタボリックシ

ンドローム撲滅を保健・医療上の運動としてだ
けではなく、禁煙運動のように社会運動として
拡げていくことが重要なのです。

沖縄県の健康実態をメタボリックの視点で見
てみると
1．健診

肥満全国第2位、3人に1人が肥満。
肝機能異常が年々上昇2005年第3位、2人に
1人異常値
糖、高血圧、高中性脂肪はメタボリックシン

ドロームの必須項目

メタボ対策－市町村の取り組み－

南城市役所保健師　井上　優子

平成元年　県立那覇看護学校卒業
平成 5 年　旧玉城村役場保健師
平成18年　南城市役所保健師

年 2001 2003 2005

 

肥満 

耐糖能 

高血圧 

高コレステロール 

高中性脂肪血 

肝機能異常 

6項目異常 

順位 

2 

19 

5 

34 

14 

12 

4

％ 

43.1 

14.5 

23.7 

20.7 

18.7 

32.7

順位 

2 

18 

17 

20 

8 

4 

4

％ 

39.7 

14 

18.8 

26.6 

19.2 

45.3

順位 

2 

44 

20 

43 

28 

3 

5

％ 

43.1 

8.5 

17.4 

17.5 

14 

53

（社団法人日本病院会予防医学委員会報告2005） 

人間ドック6項目異常頻度の県別比較

政府管掌健康保険実態
メタボリックシンドロームリスク保有者
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メタボリック保有者
男性全国　1位　女性全国　2位

リスク項目組み合わせ
（男性） ・血圧＋血糖・・・・ 47位

・脂質＋血圧・・・・ 14位
・脂質＋血糖・・・・ 2位

（女性） ・血圧＋血糖・・・・ 47位
・脂質＋血圧・・・・ 6位
・脂質＋血糖・・・・ 1位

2．医療

沖縄県でお金のかかっている疾患は何なの
か？
予防は可能なのか？
（ひと月200万円以上の医療費を使った153

件の病名を見ると）
男女差で見ると

お金のかかる病気は男性に多く65歳未満が7
割を占める。

基礎疾患と大血管との関係

心臓の血管は、糖尿病と高血圧が重なったと
き、脳の血管は、糖尿病と高血圧が重なったと
き及び血圧単独でも障害を受けやすい。
疾患別に見ると

心臓の病気が一番お金がかかる。
（国保連合会医療費分析資料より）

3．死亡

①男女とも糖尿病が原因で死亡するのが、全国
第2位
②男性は、心筋梗塞、脳内出血で亡くなる率が
高い
③40～50歳代は、心筋梗塞、脳内出血での死
亡が高い→平均寿命が男性26位になった背
景か・・・

若い人の死亡で順位が全国平均を上回った疾患

区分 

合計 

65歳未満 

65歳以上 

合計 

153 

100％ 

63 

41％ 

90 

59％ 

男性 

104 

68％ 

45 

71％ 

59 

66％ 

女性 

49 

32％ 

18 

29％ 

31 

34％ 

男 

女 

糖尿病 

2位 

2位 

心筋梗塞 

12位 

13位 

脳内出血 

3位 

42位 

心臓 

脳血管 

糖尿病 
糖尿病 
＋ 
高血圧 

高血圧 なし 合計 

11 

10％ 

7 

15％ 

43 

41％ 

15 

32％ 

27 

26％ 

15 

32％ 

24 

23％ 

10 

21％ 

105 

100％ 

47 

100％ 

合計 心臓 脳血管 大血管 癌 腎 

600万円 

500万円 

400万円 

300万円 

200万円 

合計 

2 

1％ 

12 

9％ 

16 

11％ 

26 

18％ 

97 

69％ 

141 

100％ 

2 

100％ 

10 

83％ 

14 

88％ 

20 

77％ 

59 

61％ 

105 

74％ 

1 

50％ 

7 

58％ 

3 

19％ 

9 

35％ 

27 

28％ 

40 

28％ 

1 

50％ 

8 

67％ 

9 

56％ 

5 

19％ 

4 

4％ 

19 

13％ 

0 

0％ 

0 

0％ 

1 

6％ 

2 

8％ 

22 

23％ 

25 

18％ 

0 

0％ 

1 

8％ 

2 

13％ 

1 

4％ 

12 

12％ 

15 

11％ 

生活習慣病に関する都道府県別年齢調整死亡率
（平成12年度）

40歳前半 

40歳後半 

50歳代 

疾患名 

脳血管疾患 

脳出血 

急性心筋梗塞 

順位 

1位（男性） 

2位（男性） 

1位（男女） 
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健診、医療、死亡の実態を見ると共通性があ
る。内臓肥満があり、高血圧、高血糖、脂質異
常が重なると、心臓や脳の血管がダメージを受
けやすく、医療費も高額になり、死亡率も高
い。そこで、健診項目の肥満を解消すれば糖や
血圧や脂質が改善し、心臓や脳の血管にダメー
ジを与えなくてすむことが読み取れる。
平成17年4月に日本内科学会等8学会が合同

でメタボリックシンドロームの疾患概念診断基
準を示した。
これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因とし

て、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態で
あり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾
患、脳血管発症のリスクが高く内臓脂肪を減少
させることで、それらの発症リスクの低減が図
られるという考えを基本にしている。
さて、高血糖、高脂質、高血圧は自覚症状が

あるでしょうか？どうしたら自分の血糖や脂質
や血圧の値がわかるのでしょうか？
国は平成20年度から、保険者に特定健診・特

定保健指導を義務づけメタボリックシンドローム
の概念を導入した健診を実施する。受診率、保健
指導率、メタボの減少率の目標値に達成しなけれ
ば、ペナルティがかることが決まっている。

①26ショックと「あるある大事件」

26ショックから早5年。アンチエイジングや

メタボ兄弟の挑戦
─沖縄の肥満とメディアの役割─

沖縄タイムス記者
平良　秀明

平成 3 年　琉球大学法文学部卒
同年　 沖縄タイムス社入社

沖縄タイムス記者
平良　吉弥

平成11年　琉球大学法文学部卒
平成13年　沖縄タイムス社入社

「メタボ」という言葉が浸透し、健康機器や健
康食品もブームになったが、追い風にならず。
「楽してやせたい」という心理をついた単品ダ
イエットが問題に。

②新聞に載った。でも、その後は？

新聞は長寿県転落や肥満率全国1の記事を何
度も書いて県民に訴えたが、効果はあったの
か？読んでもらうことはできても、県民が行動
に移し、生活習慣を変えるまでいくことは難し
い。肥満問題を書いている記者からして100キ
ロを超えていた。

③メタボ兄弟スタート

2006年末、減量を決意し、連載開始。同僚
や家族にもひた隠しにしていた体重を正月の新
聞紙上でカミングアウト。検診結果、内臓脂肪
の写真まで載せると怖いものなしになった。二
人でやると恥ずかしさ半分、やる気は二倍。

④久田式ゆるゆる減量法

久田友一郎浦添総合病院健診センター長の指
導を受け、1．日没後の揚げ物禁止、2．エレベ
ーターは使わず、階段を2段飛びで上がる、3．
週3時間以上運動する─の指示を守り、「グラフ
化体重表」を毎日つけてきた。数字だけが自分
の体の現実を正確に教えてくれる。

⑤肥満は悪か？

健康を取り戻し、ファッションにも幅が出て
きた。何より、「やせたねー」と減量が明るい
話題の糸口となり、人と会うことが苦痛でなく
なった。超高齢社会で近い将来、生活習慣の乱
れで病気・障害・介護状態になっても、「自己
責任」とばかりに十分なケアが受けられなくな
るかもしれない。太っていても健康な人はいる
が、体重を落とすことによるメリットは大き
い。健康は自分で守るしかない。
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はじめに

社会資本、医療制度が充実した現代社会にい
きる私たちは、歴史上かつてないほどに健康と
長寿を謳歌しています。日本人は平均で男性78
才、女性85才と長い人生を過ごしますが、年を

重ねるとともに心臓病や脳卒中をおこす可能性
は高まり、結果的に3分の1は心臓病か脳卒中
でなくなる事になります（残り3分の1はガン）。
心臓病や脳卒中は中高年者の誰もがかかる可能
性のある病気ですが、原因を明らかにし、うま
くそれを取り除ければ十分に予防することが可
能です。

内臓肥満は、心臓病、脳卒中のおこる最大の原因

心臓病、脳卒中は、高血圧、糖尿病、脂質異
常症といった原因（リスクファクターといいま
す）で体内の血管が長年にわたり傷む結果おこ
ります。世界中で心筋梗塞をおこしたヒトを調

なぜ悪い？メタボリックシンドローム
─内臓肥満と心臓病の深い関わり─

琉球大学医学部附属病院第二内科　島袋　充生

1987年 琉球大学医学部医学科卒業、琉球大学医学部第二内科入局
1995～98年 テキサス大学サウスウェスタンメディカルセンター、博士研究員
1999年～現在 琉球大学医学部附属病院　講師、
2002年 自治医科大学大学院（非常勤講師）
2005年～現在 山口大学大学院医学系研究科（非常勤講師）

図1
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べると、リスクファクターの割合はおどろくほ
ど似ています（図1）。コレステロールが高い、
喫煙、糖尿病、高血圧、内臓肥満、心身社会因
子（生活状況）、野菜・果物を摂らない、運動
しない、過度の飲酒、という9つの原因がおよ
そ95％を占めるのです。20～30年前はコレス
テロールと血圧が最大の原因でしたが、これら
を治療するよいお薬が使えるようになり、最近
では治療の難しい糖尿病（およびその予備軍）
と内臓肥満が原因となることが増えています
（図2）。特に内臓肥満は糖尿病や高血圧症、脂
質異常症（コレステロール、中性脂肪の異常）
の発症と悪化の主な原因になることから心臓
病、脳卒中の最も重要な原因と考えられます。

メタボリックシンドロームは悪性の内臓肥満を

表す

腹囲の増加（男性85㎝以上、女性90㎝以上）
で示される内臓肥満に加えて、高血圧症、脂質
異常症、高血糖を合併するとき、メタボリック
シンドローム（代謝症候群）と診断されます。
沖縄でもメタボリックシンドロームがあるヒト
は、ないヒトに比べおよそ2.5～2.8倍心臓病あ
るいは脳卒中がおこりやすいことが明らかにな
っています（未発表）。沖縄県男性の青壮年層
の内臓肥満者およびメタボリックシンドローム
の頻度は全国一多いことがわかっており、過去

30年以上の脂肪由来の摂取エネルギー比増加が
主な原因のひとつと考えられます。高脂肪食摂
取、運動不足というライフスタイルの欧米化
は、血管を傷めやすい生活を輸入したともい
え、このことが、欧米並に心臓病をおこりやす
くしたと推定されます。

リスクファクターを減らし、心臓病、脳卒中を

予防するコツ

高脂肪食、高カロリー食、高塩分食を中心と
した食習慣の乱れと運動不足の結果、内臓肥満
症となることで、多くの生活習慣病が起こって
きます。中でも心臓病、脳卒中の頻度が多くな
ります。心臓病、脳卒中を防ぐ確実な方法は
（図3）、1．生活習慣を変える（食事療法、運動
療法で内臓脂肪を減らす、塩分を減らす、野菜
摂取）、2．血糖降下療法による血糖コントロー
ル、3．卒煙、4．降圧薬、脂血異常症改善薬に
よるリスクファクターの是正、5．抗血小板薬
による血栓予防です。それぞれの方法単独で、
心臓病、脳卒中をおよそ20～30％ずつ減らす
ことができます。さらにこれらすべて組み合わ
せるとおよそ60～80％の心臓病、脳卒中を防
ぐことができると考えられます。

おわりに

日本を含めた先進諸国では内臓肥満が増えて
おり肥満に基づく病気が爆発的に増加していま
す。“内臓脂肪”という原因をうまく取り除き、
リスクファクターを減らすことで、心臓病、脳
卒中になることを予防することができます。是
非、今日からここ沖縄ではじめましょう。

図2

図3
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座談会～県民公開講座を終えて～

○玉井理事 公開講座を終えて、講師の先生
方とタイムス社の諸見里編集局長、銘苅前社会
部長、平良新社会部長を交えて、少し意見交換
をさせていただきたいと思います。まず座長の
田仲先生、今回いかがでした。
○田仲座長 質問がこんなに沢山でるんだな
と思いました。
○玉井理事 だいぶ関心が高いといつも思っ
ています。
サプリメントの質問が出てくると思ったので

すが意外に少なかったですね。あと、隣のおば
さんに「あなた一生この薬を飲むの？」と言わ
れて薬を中断する方がいるんですが、ドクター
がどんなに時間をかけて説明しても、近所のお
ばさんに負けてしまう現実をもう少し、分かっ
てほしいところがありますよね。
○田仲座長 薬に一生依存すると思ったら飲
まないですね。止めることはできるかもしれま
せんよと言うと、飲んでくれるんですね。そう
アピールしていくことも必要かもしれません。
○島袋先生 僕は、これは長生きする薬です
と言ってます。
○平良秀明氏 脅かすとダメなんですか。
○田仲座長 ダメですね。僕は糖尿病を専門
で診てますので、重症になってどうしようも無
い人達が来るんです。数字を見ると驚くほどの
値なんですが、あえて冷静を装って「高くなっ
てますね」と穏やかに話をしています。そう優
しく接すると患者さんもほっとするんです。
○諸見里編集局長

僕らの感覚ですと、
お医者さんからこれを
飲みなさいと言われた
ら、NOとは言わない
で何でも飲んで、逆に
飲み過ぎなところもあ
る感じがするんですが。

○田仲座長 僕には言わないんですが、看護
師さんにこれだけ薬が余りましたという方もい

ます。
○玉井理事 結局来なくなったりすることも
ありますね。
もうそろそろ薬がなくなっているはずなの

に、結局飲んでなくて余っているという人がい
るんですよね。
○田仲座長 薬は高いんですよね。量を減ら
してあげることは考えないといけないですね。
糖尿病だと薬だけで5,000円以上かかっている
と思います。
○玉井理事 格差社会といいますよね。実際
に血圧の薬を欲しくても給料日まで待って来る
人がいますね。これが現実なんですね。
年金生活者もそうですね。
ですから、そのような人に「薬を飲まないと

死んじゃうよ」と言うと、患者さんは本当に悲
しい思いをしてるんですよね。飲まなきゃいけ
ないことは分かってるんですが、お金が無いの
で薬をもらいに行けないんですね。
ですから発言も気をつけてますね。

○田仲座長 200万円以下の収入の方が22％
ということでしたね。若いうちは平良記者のよ
うに努力すればお金を使わずにできるんですよ
ね。そこが基本ですよね。
その辺のところをもっとアピールできればい

いと思います。
○玉井理事 結局、合併症を作ったり、脳梗
塞を引き起こしてしまうと更にお金が掛かるこ
とになりますよね。
○田仲座長 社会資源の損失ですよね。
○島袋先生 ある試算で、境界型の人で月々
大体5,000円掛かるんですが、糖尿病になると
月1万円、心臓病で入院すると60万円、透析が
始まると医療費の桁が全然違ってきます。です
けど実際には保険で支払われるので患者さん自
体は実感が無いですよね。ものすごい安い負担
で治療してる訳です。
○田仲座長 それはちゃんと分かるように知
らせるべきですよね。



2007沖縄医報 Vol.43  No.9
報　　告

－56（918）－

○諸見里編集局長 市町村単位あるいは県単
位でそのような括りはつくれるんですか。
○田仲座長 今後はそれをやっていかない
と、沖縄県からの出費が増えるんですよ。貧乏
な県ほど苦労することになります。
○島袋先生 多額の医療費を県に負担しても
らっているということを自覚してもらうこと
と、それほど額が大きいのであれば、もう少し
自分でも努力しようとする方向に導かないとい
けないですね。
○田仲座長 今後は、報道記事も経済的な事
も含めて報道してもらいたいですね。
本当に経済的にたち行かなくなりますよね。

○平良秀明氏 3割負担になって、残りの7割
は病院が貰っていると思っている人がいますよね。
「田仲先生儲かってるはずね」って言ってい

る人がいるんですよね。（笑）
○井上先生 皆保険制度が崩れたら本当に大
変な事になりますよね。
○玉井理事 こういった医療経済の事はなか
なか分からないところがあって、診療報酬等が
切り下げされているにも関わらず、例えば本人
負担が2割から3割に引き上げられると病院が儲
かっていると思われるんですね。実際は、病院
がどんどん潰れていっている状態なんですね。
医療崩壊と言う言葉がありますが、それは誰

の得にもなりません。そういう意味でも崩壊さ
せないために社会の声を届けないといけないと
思いますね。
先ほど、伊波輝美県福祉保健部長とお話した

んですが、難しい事でもやさしく話をしてくれ
るチャンネルが無いといけない。難しい話を出
来るだけやさしく、わかりやすく伝える努力を
しないといけません。メディアの分野でもそれ
をやってもらえると興味も出てくるだろうし、
健診の受診率アップにもつながると思います。
それと、この会場に来て頂いた方達が地元で

今日の内容を広めていただくことも大事ですね。
○田仲座長 今回メディアの方が実際に関わ
ったことは大変影響力があると思います。
すべてにアンテナを張っている2人がやった

ということは、これはやらないといけないなと

思いますよね。
○玉井理事 最初は危機意識がなかったんだ
よという所から始まったのも良かったですね。
○田仲座長 平良記者2人も、あれだけ記事
を書いてて自分で気づかなかったんですから
ね。（笑）
○平良吉弥記者 耳学はある程度入ってい
て、他人に説明できるんですが、自分はやって
ないんですよね。
○玉井理事 誰かダイエット仲間を作りなさ
いという話が出てましたが、あれは良かったで
すよね。
一人で頑張ろうとしても中々難しいですよ

ね。これも誰かが声をかけていくとユイマール
的で良いですよね。健診にも繋がることです。
本当に大事なのは今日来てくれた人たちの回

りの人にどうやって繋げるかということと思い
ますので、そういう記事も是非載せて下さい。
○平良記者 僕らもこれだけ他のメディアが
あると、新聞の影響力は果たしてどれだけある
のかと思っていて、ポピュレーションアプロー
チと言っていますが、僕らがどれだけ役に立て
るのかということをテーマにして動いていると
ころです。書いた記事を読んで読者が実際に行
動を起こせるかという点を考えながら、見せ
方、読ませ方を工夫しているつもりです。
○諸見里編集局長 新聞がもっている信用力
をどう活用していくかですね。当初「メタボ兄
弟」が始まったときに正直いって驚きました。
ある意味堅いイメージのある新聞に新たな試み
として両平良記者が豊かな発想で記事を載せて
いることで、新聞の枠が広がってきていると思
います。
そういう意味からも情報提供を行って読者が

応えてくれるよう、新聞社としても試されてい
ると思います。
○島袋先生 おっしゃる通りです。目的がは
っきりしてるので、わりと紙面的にバリエーシ
ョンがあってもわかりやすくとても良い企画だ
と思います。
○玉井理事 正しい情報を伝えることは大事
ですが、これを誰が、どう伝えるかということ
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も大事なことです。伝わり方が違うことによっ
て浸透力が違いますので、そうすると行動様式
が変わってきます。特集記事などで特定健診の
掘り起こしに繋がっていくことがもし起これば
良いことだと思います。
最近は年金問題等で社会不安が増しています

が、医師会は国民の味方であるということを訴
えて行かなければいけません。
○銘苅前社会部長

今回初めて新聞社側
から演者が出たのです
が、先生方の有意義な
情報と記者二人の発表
が出たことで、ダイエ
ットがより身近になっ
たのではないかと思い

ます。あまりにもダイエットに関する情報が多
すぎるのですが、やはり、食事療法と生活習慣
の二つが基本であるということは今日の参加者
に伝わったのではないかと思います。それがま
た広がってくれればと期待します。
○平良社会部長

新聞記者の仕事は健
康とはほど遠い世界
で、夜は12時過ぎまで
仕事したり朝は早くか
ら出されたり食事も不
規則ですが、その中で

今回、記者の2人がメタボ兄弟として発表しま
した。会場の雰囲気も良く、先生方のお話も非
常にわかりやすく、僕も健康に気を遣っていな
いタイプで、ウチアタイしていたところです。
今後も経済的、社会的な部分から記事を掲載

していきたいと考えています。
○諸見里編集局長 今年の年末には平均寿命
順位が発表されますが、新たなショックを受け
ることになると思います。それに向けての新た
な取材体制を整えていきたいと考えています。
話は少し変わりますが、受診制度の中で加

算・減算の制度ができるとの話がありました
が、健康の領域まで出来高払いを導入して、し
かも目標に達しない場合は罰を与えるというこ
とに疑問を感じますね。
ですが、健診率を上げることはお互いの健康

のためになることですから、メディア側としても
出来るだけ協力していきたいと考えています。
○玉井理事 いろいろな制度が激動している
時代ですので、社会的な不安が渦巻いています。
現場にいるとつくづく感じます。お年寄り、特
に年金生活者は戦々恐々としているのが現状じ
ゃないかと思います。是非そのような人たちのた
めに、お力をお貸し頂きたいと思います。
本日はありがとうございました。

当日お越しいただいた方々の中から、数名の方にインタビューさせていただきましたので、その中
から下記のとおり3名の方のご意見・ご感想を掲載致します。
また、医師会への要望が多数ありましたので、主なものを併せて掲載致します。
本会の広報活動にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

インタビュー①：

本日の講演会に参加されての感想をお聞かせ下さい。また、今後の日常生活でどのようなこ

とに気をつけようと思いますか。

インタビュー②：

医師会への要望をお聞かせ下さい。
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（68歳・女性・無職）
①3回位ダイエットをした経験がありますが継続できずに中途半端で終わってしまい、リバウンド
しがちです。今日の平良兄弟の挑戦の話を聞いて、相棒がいると心強い、グラフ（朝、夕の体
重測定）の活用、夜の揚げ物を控える、そして今ダイエットをしているという意識を持つこと
が大切だと思いました。
今日の講演の内容を持ち帰り、実行に移したいと思います。グラフ作成から始めます。あり

がとうございました。
②地域への出前講座をお願いします。地域だと、友人、隣近所の人達を誘って気軽に行って話が
聞けます。

（43歳・男性・会社員）
①直ぐに実行しようと思いました。また、具体的（体重管理）な取り組みが出来る企画も良かっ
たと思います。データ等で現状を把握する事は重要ですが、県民の肥満度は分かっている事な
ので、具体的に始められる方法をより多く情報提供したら、自分に合わせた方法で始められる
と思います。私は、先ずは体重表をつける事から始めます。
②県民・市民が参加出来る運動の企画を考えてみてはいかがでしょうか。この様な講演会の企画
とリンクすると効果が上がると思います。
また、講演会の受講表を作ってみてはいかがでしょうか。参加するとスタンプを押してもら

えれば、何回も参加する人が増え、集客が容易です。

（その他医師会への要望）
○保健師・栄養士等に対する勉強会（講演会）の機会を作って欲しいです。
○今後、沖縄県民は男女ともワースト10内に入るのではと・・・、大きな問題として県民を揚げ
て取り組みを強化して欲しいと思います。
○地域ごとにこの様な講演を広めて欲しいと思います。
○専門的な話も大事ですが、本日の講演の様に体験者の話は、身近に感じられて良かったです。
今後、タバコや酒の問題に関する体験者の話を交えた講座も聞きたいです。

（41歳・男性・会社員）
①沖縄県のメタボリックシンドロームの現状、問題点は十分伝わりましたが、それを受けて実効
性のある具体的な取組みの提案が必要だと思いました。一般の方が出来る手軽な方法（食事の
改善、どのような運動がいいか等）が良いと思います。
②メタボリックシンドロームに対する危機感は県民に広がりつつあると思いますが、今後、県、関
係団体の連携を図って県民運動を行うべきではないかと思います。




